
－ 1 － 

議会基本条例策定代表者会議 

 

○平成２６年８月５日（火曜日）                場 所  第一会議室     

 出席議員  １５名 

  座    長  森 戸 洋 子 議員 

  副 座 長        宮 下   誠 議員 

          中 山 克 己 議員          湯 沢 綾 子 議員 

          鈴 木 成 夫 議員          白 井   亨 議員 

          片 山   薫 議員          林   倫 子 議員 

          渡 辺 ふき子 議員          小 林 正 樹 議員 

          斎 藤 康 夫 議員          百 瀬 和 浩 議員 

          水 上 洋 志 議員          五十嵐 京 子 議員 

          板 倉 真 也 議員 

 欠席議員   ０名 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務局職員出席者 

  議会事務局長    加 藤 明 彦         議会事務局次長          飯 田 治 子 

  議 事 係 長          内 田 雄 介         議 事 係          髙 橋 晃 範 

  庶務調査係長    清 水 伸 悟         庶務調査係          前 坂 悟 史 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前10時04分開会 

○森戸座長 おはようございます。議会基本条例

策定代表者会議を開会いたします。 

 今日は、５月26日と７月７日にお持ち帰りをい

ただいた項目について議論を進めていきますので、

よろしくお願いをいたします。 

 ナンバー37から行きますが、ナンバー37は全員

協議会、第11条であります。持ち帰っていただい

た内容は、一つは、この全員協議会を議会が開催

を求めるときに、どういう開催要件にしたらいい

のかということであります。 

 ２ページ目に持ち帰り事項としての各会派の案

を示させていただきました。一つは、全員協議会

の開催について会派代表者会議の開催要件をどう

するかという中身であります。この中身について

は、皆さんからご回答いただいていますが、どう

しましょうか、一つ一つ述べてもらいますか。で

は、ちょっと見解を述べていただきますが、自民

党からお願いします。 

○中山議員 それでは、ナンバー37の第11条につ

きまして、自民党案は案①の「会議の招集及び運

営は、議長が行う」というところで、全員協議会

開催について協議するため会派代表者会議の開催

要件ということは案①ということです。それから、

（２）の持ち帰りにつきましてはこれで結構でご

ざいます。 

○森戸座長 案①ということですね。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 では、共産党。 

○水上議員 共産党は（１）、「△」と書きまし

たが、基本的な考えは②です。それで論点として

は、なるべく議長の属人性を排して、客観的な条

件をやはり作っておいた方がいいのではないかと

いうことで、一応４分の１ということを主張して
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きたんですが、ただ一致できるところで、属人性

を排して、ある程度の客観的な要件を作るという

ことで、③、④ということでも了としたいという

ふうに考えております。（２）については「○」

ということです。 

○森戸座長 続いて公明党。 

○小林議員 （１）については４分の１というこ

とで、今までも申し上げてきましたけれども、ほ

かの方のご意見に応じて、全員協議会の開催要件

の方がこのように定められましたので、柔軟に対

応していきたいと思っています。（２）について

は「○」ということでお願いします。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 （１）については①で、（２）につ

いては「○」ということで、意見は記載のとおり

です。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 （２）につきまして一応「○」とい

うことで、（１）については④ということにして

いるんですが、特にこだわっているわけではあり

ませんので、皆さんのお話を聞きながら柔軟に対

応していきたいと思います。 

○森戸座長 生活者ネットワーク。 

○林議員 （１）は②というふうにしていますけ

れども、本来であれば④でもいいのではないかと

いうふうに思っています。ただ、できるだけ多く

の人が合意できるのは②ではないかというふうに

考えて、（１）については②にしました。皆さん

のご意見を踏まえて、もう一度考えたいと思って

います。（２）については「○」でお願いします。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 意見ということで③を書かせてい

ただいたんですが、実はそんなに強い根拠があっ

て書いたわけではないんです。非常にここは迷う

ところだということと、一定こういう基準があっ

た方がいいのかなと思って書いたんですが、先ほ

ど申し上げましたように、確たる根拠があったわ

けではないので、現段階で条文を作るのだとすれ

ば、現状に合わせて①でもいいかなというふうに

は思っております。 

○森戸座長 市民自治こがねい。 

○片山議員 会派代表者会議の開催要件というこ

とで、④の12分の１の議員の請求があった場合と

いうことで記載をしています。全員協議会の開催

までではなく、会派代表者会議にこういったこと

でお願いしたいというような要望になりますので、

できるだけ少ない人数でもオーケーとしていただ

けるといいのではないかと思っています。（２）

については正副座長案でよろしいかと思っていま

す。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 全員協議会そのものの開催要件では

なくて、それについての協議をするための会派代

表者会議ということで、これが余りにもハードル

が高いというのは議会の手足を縛るものになって

しまうのではないかということで、④というふう

に主張させていただきます。でも、今のところち

ょっとこれは一致しそうもないんですけれども、

ただ、今、現状のハンドブックの申合せ、それで

は少し弱いので、もしそこの①、②、③で決まる

ようであれば、私は正副座長案でいくべきではな

いかなと思いまして、自民党がもし歩み寄ってい

ただけるのであれば、私も④から正副座長案とい

う形で妥協してみたいというふうに思います。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 小金井をおもしろくする会としては、

（１）については③、６分の１の議員の請求があ

った場合というところで回答しております。この

理由としましては、あくまで全員協議会の開催に

ついて協議するための会派代表者会議を開催する

要件ということですので、臨時議会の開催よりも

当然ハードルが低くて、議案よりも重たいという

表現が適切かどうか分からないですけれども、そ

ういうところで間をとって６分の１というところ
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でどうかなという意見でございます。ただし、①

議長判断という属人的な仕組みになっていないも

のについてはあり得ないんですけれども、ほかの

会派の方々と意見調整して、②から④の間で調整

できればと思っております。 

○森戸座長 以上、皆さんからご見解をいただき

ました。正副座長で協議をいたしまして、正副座

長としては、②の４分の１でいけないだろうかと

いうことですよね。（「間というか、みんなのあ

れを」と呼ぶ者あり）皆さんの全体をとってです

ね。というのは、①がいいという方は７人の議員

の方になります。②は10人なんですね。③が３人、

④が４人ということになって、多数は②かなとい

うふうに思います。 

 ただし、②の４分の１ということになると６人、

最低、現状の会派数からいうと２会派以上の会派

代表者会議の申入れがなければできないというこ

とで、最低２会派以上の申出がないと会派代表者

会議は開けないということの縛りは付けた方がい

いのではないだろうかと。６分の１にしたとして

も、やはり６分の１だと４人だから、例えば共産

党１会派とか公明党１会派とかいうことで申入れ

ができて、開かなければいけないみたいになると、

ちょっと１会派というのはどうなのかなと。 

 会派代表者会議は、２会派が欠席をした場合は

会派代表者会議は開かれないという規定もあって、

そういうことからいうと、２会派以上が要求をす

るということからすると、②でもし皆さんに合意

をいただけるのだったらいいのではないだろうか

ということであります。 

 議長の属人性をできるだけ排除していくと。議

長の政治的判断だけで動くということを排除して

いくということからすれば、一定のやはりルール

化が必要だというのは大方の会派のご意見だと思

っておりまして、もし②で合意をいただけるよう

でしたらありがたいなと思いますが、どうでしょ

うか。 

○斎藤議員 正副座長がそういう方向に行ってい

るとは、私、知らないで、先ほど正副座長案と言

ったんですが、そういうことであれば、取消しを

させていただきます。 

 全員協議会の開催そのものを議長の属人性を排

するという意味であれば分かりますけれども、こ

れはあくまでもその前段の会派代表者会議であり

まして、その結果、議長が判断をするという形に

なっているわけですから、これで言えば、今、座

長が言われることの目的を私は達成していないと

いうふうに思いますので、ここはあくまでも、そ

ういうことであれば④を主張させていただきまし

て、一致できなければできないで、私もある程度

しょうがないかなという気はしますね。さらなる

議論をしていただければと思います。 

○森戸座長 一致できなければ、もう元に戻ると

いう形になりますので。 

○鈴木議員 何人かの幾つかの会派の中から、議

長の属人性を排除するというお話があるんですが、

私はこの言葉に非常に抵抗を感じていますね。議

長というのは選挙によって選ばれるわけですけど、

全会一致の形で最終的に議長をお願いする形で、

議会運営を、全員の合意の上で議長を選んでいる

わけですよ、結果的にね。そういう中で、私たち

の会派としては、そういう形で選出された議長の

判断を尊重したいと思っているので、ここで属人

性という言葉が出てくるというところではちょっ

と抵抗感を感じています。一致しなければ、やは

りここは現状の形で運用していくべしという考え

でおります。 

○斎藤議員 すみません、１点確認をさせていた

だきたいんですけど、現状のままでいくというこ

とは、基本条例にこの条例自体を載せないという

形になるのか、ハンドブックの内容でこの条例に

載せるという形になるのか、２つ方法はあるのだ

ろうと思うんですけれども、座長としてはそこの

辺はどんな感じになると思っていますか。 
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○森戸座長 基本的には条文には載せておいて、

で、これまでの対応でいくということですね。た

だ、議員が全員協議会の開催を請求した場合はと

いうことを載せたいとは思っています、私は。た

だ、そうなると、では、どういうルール化でこれ

をやるのかという話も出てくるので、ハンドブッ

クの34ページか、81ページですか、全員協議会で

すよね。ただ、何も規定はないんですよね。開催

要件はないので、議長判断ということになってい

きますよね。 

○中山議員 私も、自民党も、それに関連して、

要は（２）の全員協議会の開催要件としては全会

派一致しているわけですね。それで、その協議を

するかどうかという前段階の話なんですが、私は、

やはり議長として、公平、公正な議会運営の在り

方を求めていくべきものだというふうに思ってい

まして。当然のことながら全員協議会を開催して

ほしいという要求が上がってきたときに、なぜそ

うなのかとか、やはり理由があるから全員協議会

を開いてほしいという要望があると思うんですよ。

そういう話があったときに、私は逆に、議長は、

では、会派代表者会議を開いて、やるかどうかを

話し合いましょうという話に普通はなるというふ

うに思っていまして、独断で、そういう要求を受

け入れられないというような判断を議長が余りす

るというのは現実的には考えられないなというこ

とで、私どもは逆に申合せ事項やハンドブックに

ある現状で今までやってきたということを考えれ

ば、むしろ非常に④よりもハードルが低いのでは

ないかなというふうに考えております。 

○森戸座長 そのほかいかがでしょうか。 

○白井議員 私もさっきコメントを述べるときに、

属人的な判断にならないようにということを述べ

させていただきましたけれども、私は議員になっ

て、今の篠原議長しか知りません。過去ずっと見

てきたわけではありませんので。今、篠原議長に

関しては、私は非常に公平、公正に判断されてい

るなという思いでいます。ただし、全て議長にな

る方が篠原議長みたいな公平、公正な判断をされ

ていくとは限らないわけですよ。誰も約束できな

いわけですよ。皆さんがそういうふうに、ほかの

議員23人がそういうふうに感じるとは限らないわ

けです。そんな約束はできないわけですよ。だか

ら、数字としてきっちりルール化しておくという

ことが、ある意味、公平、公正につながるという

考え方をもって属人的な判断にならないようにと

いう思いであります。 

 議長選挙の話もさっき出ましたけれども、私と

しては、裏で調整しているわけですから、所信表

明をして、この人に１票入れるという形で客観的

判断をもってやっているわけではないと思います

ので。合意はしていますよ。そういった意味では、

合意をして議長として選ばれているわけなんです

けれども、ちょっと望むべきプロセスではないか

なというところはありますが、さっき申しました

ように、やはりルール化しておかないと、仮にい

いと思った人が、ちょっと言葉はあれですけど、

横暴を振るったときに止められないわけですよ。

そういうことがあるかもしれない。あるかもしれ

ないという、そういう可能性を残してしまうこと

は適切な議会運営のルールではないかなと思いま

して。だから、一定の客観性を持ったルール化を

しましょうということなんです。そこら辺ちょっ

と誤解のないように捉えていただければと思いま

す。 

○中山議員 ありがとうございました。私どもも

誤解をしているつもりは全くなくて、白井議員と

考え方というか、そうあるべきだというふうに思

っています。 

 それで、むしろ逆に考えますと、例えば４分の

１でも12分の１でもいいんですけど、誰か議員が

全員協議会を開いて何か協議した方がいいのでは

ないかとか、明らかにするべきではないかと思っ

たときに、議長に相談に行って、では、４分の１
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の賛同がないから、これは協議をしないというこ

とになっても、僕は逆におかしいのかなと。例え

ば開いてほしいという要求というのはあるという

のは当然のことで、そこからそれを開くかどうか

というのは、この後の会派代表者会議で協議をす

るわけなので、そういう意味でいうと、私は逆に

ハードルを低くするという意味で①案ということ

を自民党は言ってきたんですね。 

 ですから、どうしても皆さんが①案はのめない

と。例えば４分の１とか６分の１は要るでしょう

という、今の白井議員の説というか原理から考え

て、それ設定しておいた方がいいということであ

れば、我々は歩み寄ってもいいかなと。意味が一

緒ですからね。ただ、逆に規定数に達しないとき

に葬り去られる方が変ではないかなと。だから、

要は会派代表者会議で協議して、開くかどうかを

決めるわけですから、そこの前段階については、

私どもは現状どおりでいいのかなと、逆に思って

いたんですね。 

 ですから、そこは白井議員のおっしゃっている

ことは、誤解はしていないつもりなんですけど、

むしろ逆に規定することによってそれが障壁にな

るのではないかなと。ただ、そこはならないです

よ、逆に設定しておいた方がいいですよというこ

とであれば、自民党としては、今、ちょっと湯沢

議員と協議しましたけど、歩み寄ってもいいかな

というふうに考えています。 

○斎藤議員 それで、私の発言の冒頭で、自民党

に何とか④という形で歩み寄れないでしょうかと

いうお話をしたわけです。 

○森戸座長 ②でもいいかなという。 

○五十嵐議員 このことに関しては、そんなに強

くこうすべきという考え方はないんですけど、白

井議員が言われた懸念とはちょっと視点が違って、

例えば議長になられる方がどなたになるか分かり

ませんけど、開けという人と開くなという人が両

方あった場合、議長は多分迷うということもある

かなということを考えたときに、一定基準がある

方が判断をしやすいということもあるのかなとち

ょっと思ったりしまして。だから、緩やかな基準

というのはあってもいいのかなという思いで、実

は②、③、④を考えたんですね。 

 本当は正副座長案が言ったように、２会派とい

うのも、私もちょっとこだわって、現状２会派と

いうと②だよなというふうに迷ったことは迷った

んです。やはり理由だと、その２会派というのが

一番いい理由なんだなと思ったんですね。だから、

そこはちょっと迷ったんですが。４分の１という

と６人だなと思いながら、２会派といっても、場

合によっては２人でも２会派になるしと思いなが

ら、ちょっとその数に関してはかなり迷ったあげ

く、真ん中をとったというのが現状でして、緩や

かな基準はあってもいいのかなという思いはして

いるんですね。 

 例えば②が今、正副座長案から示されたと。仮

にそういうふうにするようになったとしても、こ

れはやはり現状の変更だから、議会運営委員会に

かけなくてはいけないわけですよね。ここで、ど

うしても一致しないということであれば、もうこ

れは現状のままということで、どこかで②のとこ

ろで、ある一定線とか見えるようであれば、これ

は議会運営委員会にかけるということになります

よね。そういう解釈でいいんですよね。 

○森戸座長 基本的には現行を変えるわけで、会

派代表者会議の開催の仕方なので、やはりきちん

と議会運営委員会には、これでいきたいというこ

とをご承認いただかなくてはいけないかなと思っ

ています。 

○小林議員 議長になる方のご負担というか、い

われなき批判をできるだけ排除しながら安定的な

議会運営をしていただきたいという意味からする

と、何らかの規定は設けた方がいいのかなと思っ

ていまして。会派の中でもいろいろな考え方が今

後も今もありまして、例えば１人だとか２人だと
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いうときに、会派の中でも話がまとまっていない

場合でも提案をすることができるわけですね。先

ほどの比較的大き目の会派の場合にはですね。そ

の場合、やはり常識的な議長であれば、ちょっと

会派の中で話し合ってきてくださいよと返すとい

ったときに、何なんだ、横暴だというような話に

なっても、それはちょっとおかしな話であって、

そういった意味でも何らかの規定がやはりあった

方がいいのかなと。 

 今、五十嵐議員も言われたように、２会派とい

うのは非常に、会派代表者会議を開く意味でも、

先ほど座長も言われた２会派欠席の場合は開かな

いというような理由からも一つの基準かなと思っ

ていて、余り選択肢を増やすつもりはないんです

けど、落としどころの一つの案として、２会派と

いう規定にするということにすると、５人、６人

という捉え方もあるし、２人という捉え方もある

し、いずれにしても１会派ではないんだよという

ことで、２会派というので納得いく方が多ければ、

そういう方法もあるのかなというように感じます

けど。 

○森戸座長 小林議員がおっしゃる２会派という

のは、例えば１人会派が２人でもオーケーという

ことですか。なるほど。 

○渡辺（ふ）議員 私も２会派という、複数会派

ということで公明党の中でも話が出ていたんです

けれど、他市の様子を伺うと、やはり３人以上に

ならないと１会派にならないとか、案外そういう

議会が多かった気がするんですね。小金井市は１

人でも会派が作れるということで非常に先進的な

市だというふうに思っているんですけれど。何で

３人以上でないと会派ができないのかという辺り

は、やはり議会運営上とか、ある程度話合いをし

て煮詰めていくというか、そういう努力をする必

要があるということで、そういうふうになってい

るのだと思うんですね。 

 そんなことはありませんけど、本当に好き勝手

といいますか、いろいろな思惑で２会派が例えば

１人ずつだとして、２人の方がというようなこと

が起こりかねないとすると、ある程度の話合いの

中で２会派、公明党が言っています６人というか、

そういった人数になることというのは非常に現実

的だと思うんですよね。 

 余り極端なことを言われる方ばかりではないと

思いますし、そういうことから考えると、そんな

にハードルを高くするものではないというふうに、

私は思います。ですから、小金井市というふうに

限ると、そうではないんですけれど、３人ぐらい

は同じ意見としてまとめて、そういう方が２会派

できるというようなふうに考えることもできるの

ではないかなというふうに思うんですけど、それ

は議会に協力するという上でも本当にまともな考

え方ではないかというふうには思うんですけれど

も、その辺についてはいかがかなと思います。 

○斎藤議員 今まで皆さんのご意見、全員協議会

を開くそのものの要件とすれば、皆さんのおっし

ゃることはよく分かるんですよ。その前段の会派

代表者会議を開く要件なんですよ。だから、それ

がなぜ議案提案権とか臨時会の開催の条件と同じ

になってしまうのか、そのバランスが私は非常に

悪いという意味で言っているんですよ。 

 逆に、前に、そうはいっても開催するときには

市長と調整しなければいけないということで、こ

の事前の会派代表者会議を開くことと全員協議会

を開く要件と分けて考えましょうということに、

私も一致してここまで来てはいるんですけれども、

準備段階の会派代表者会議の開催要件に余りとら

われてしまうと、私は地方自治法とのバランスが

崩れてしまうのではないのかなというふうに思っ

ていて。 

 だから、逆に言えば、会派代表者会議を開く要

件を何分の１というふうに、開いてそのことを考

えるのであれば、皆さんのご意見に、ちょっと議

論にのれるんですけれども、事前に会派代表者会
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議を開く段階での要件では、なぜそこまで皆さん

ハードルを高くするのか、私には全く理解ができ

なくて、ほかの条文との整合性もやはりこれは考

えていかなければいけないのではないかというふ

うに思いますので、そういう観点でもう少しお考

えいただければなというふうに思います。 

○森戸座長 今、公明党からの提案は、新たに６

分の１とか何とかではなくて、２会派以上からの

提案があった場合に会派代表者会議を開くと。そ

うすると、例えば１人会派が２人で、全員協議会

を開くための会派代表者会議を開いてほしいとい

うことはできるようになるということですよね。

そういう間をちょっととった提案もあったんです

が、その点はどうなんですか。 

○中山議員 よく分かります。それで、個人的に

は、全員協議会の開催要件というのはもう一致し

ていますので、ここの会派代表者会議の中の協議

でまとまれば開催できるということであれば、会

派代表者会議を開くための条件というのはどちら

でもいいかなと。逆に言うと、斎藤議員や白井議

員のおっしゃるように、ハードルを高くする必要

は逆にないのではないかなと。だから、要請があ

れば開くかどうかを協議すればいいわけで、そう

いう考え方なんですが。 

 ただ、自民党としては、２会派とか会派単位で

物事を進めていくことには非常に抵抗を持ってい

まして、納得ができないんですね。それはやはり

民主主義の考え方からいうと、議会運営上ですか

ら、余りここの部分はこだわるつもりはないんで

すが、会派単位で物事を考えていくと、結局、で

は、自民党も５会派にするかという話になってく

るんですね。もちろん少数の単位の会派の方を無

視するとか葬り去るというつもりは全くないんで

す。やはり少数の方々の意見も聞いていかなけれ

ばいけないんですが、それが会派単位になってし

まうと、少数の方の意見が強くなるというような

懸念も持っていまして。そんなことはないよとお

っしゃるかもしれませんけれどもね、小金井市議

会では。だけど、そういうふうに思っていまして。

だからといって、最大会派が私たちの意見を聞け

というつもりも全くないんですけども。 

 公平、公正にやるためには、会派単位で考える

というよりは、むしろ今おっしゃったような12分

の１とか４分の１、極端な話をすると、議長判断

になれば、別に１人の方から要請があって、では、

まずは会派代表者会議を開くよという話になる場

合もあるので、我々はそういう考え方に基づいて、

今まで来ています。 

 ですから、会派単位での考え方というのは、今、

小林議員のご意見は否定するものでもないですし、

我々も理解できるので、それはそれでいいと思っ

てはいるんですが、それが全体的な議会運営の中

に会派単位の考え方が根づいていくというのは非

常に抵抗を覚えます。 

○板倉議員 今、（１）の②、③、④にするか①

にするかという議論なんですけれど、議長は情報

を把握していて、議長以外の方が情報を把握して

いないという場合があるとしますよね。議長とし

ては、これは全員協議会を開いた方がいいなと判

断するものがあったとしますね。その場合でも②、

③、④の何かに該当しないと開けないというふう

にするのか、①も含めて、議長独自で開催しなけ

ればいけないと判断する場合もあるというふうに

捉えるかによって、ちょっとまた議論が変わって

くるかなと思っているんですね。 

 議長は、この案件については開催した方がいい、

と思ったものがあったとする。会派代表者会議を

開いて、全員協議会の相談をしたいという案件が

あったとするではないですか。要するに議長は情

報を把握していると。だけど、議長以外の方は情

報を余り把握していなくて、開催の必要性をまだ

認識していなかったという場合どうするのかなと

いうのがちょっとあるのだけど、それはどう整理

しますか。言っていることは分かりますか。
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（「分かります」と呼ぶ者あり） 

○白井議員 ちょっと議会事務局の方にもそれは

確認したいんですけれども、そもそもそれは全員

協議会とは別で、会派代表者会議としてどういう

ときに開催されるとか、何かその辺のハンドブッ

クの34ページ辺りに書かれていることで、議長の

判断で、多分報告事項なのか何かで開催するとい

うことでいいのではないかと思っていまして。要

するに条文の第11条は、議員が請求した場合は速

やかに対応するということに当たるので、あくま

でそれは議長以外の議員が全員協議会の開催を考

えたときに、議長はこういう対応をするという条

文の中のルールという捉え方をしていたんですが、

その辺はちょっと議会事務局としてもいかがです

か。 

○飯田議会事務局次長 ご指摘のとおり、私ども

議会事務局の方でも、第１項のところで「議長が

招集し、開催するものとする」というふうになっ

てございますので、まず１点、都市計画その他重

要政策について協議を行うという必要があった場

合に、議長が判断して開催するものというのが１

点、そのほかに議員の方から開催を請求した場合

というふうに２本立てになっているかなというふ

うに思っておりました。 

 それで、それを更に明らかにというのですか、

明確にするためには、この第２項のところで、例

えば「議長は、前項によるもののほか」とかいう

ような言葉で、そのほかに議員の皆さんから請求

があった場合はという形の作りにすれば、よりは

っきりするかなと思っております。そんなふうに

すれば、第１項の方で議長が市長と相談されて開

くというのが１点、それから２点目として議員の

皆さんの方から請求があった場合という２点とい

う形になるのかなというふうに思っております。 

 それで、現在では全員協議会については議長に

一任というふうになっておりますのと、あと、会

派代表者会議についても会議の招集及び運営につ

いては議長が行うものとするというふうになって

おりますので、もし会派代表者会議の開催を議員

の要求でというふうになりますと、ちょっとこち

らの議会運営委員会にかけて、このハンドブック

の方を変えなければいけないという形になってま

いるかと思っております。 

○水上議員 それで、会派数か議員数かというこ

とについて言うと、小林議員が言われた会派数と

いうのは一つの知恵だなと僕は思うんですよ。こ

の議論の中では有効性はあると思うんですが、た

だ、議会基本条例のある程度長いスパンで考えた

ときのことを決めていったときに、会派の構成と

いうのはいろいろあるわけだから、僕はやはり議

員数で規定していくというのが基本ではないかな

という感じがあります。 

 あと、今の議論の原点みたいなところは、要す

るに本会議や委員会は開催の基準があるわけです

よね。ルールがあるわけだけど、全員協議会は全

く議員から要求して開催するといったときの開催

要件やルールがないわけだから、ある程度、物を

考えなければいけないというのが出発点だったの

ではないかと思うんですよ。ですから、大きく言

うと、今までの議長一任なのか、議員からの要求

の基準を作るかどうかというようなところが根本

的な問題として一つあるのではないかなと思うん

ですね。 

 中山議員からも表明があって、ある程度、もし

客観的な基準があってもいいというようなことだ

ったのかなと僕は受け止めたんですが、だとすれ

ば、ここまで議論をしてきた関係もあるので、何

らかの議員からの要求のルール化をするというと

ころをするか、しないかというところをちょっと

確認してもらって、あとは何分の１にするかとい

うのは随分分かれているので、そこはどこで調整

して一致できるかという形にならざるを得ないと

は思うんですよね。そういう形でちょっと議論し

ていただいたらどうかなと。 
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 僕らは、なるべく客観的なルールを作っておい

た方が、全員協議会についてはルールがないわけ

だから、いいだろうということで、ルールについ

ては②なんだけども、ほかの意見も含めて一致で

きるところで一致しましょうというのが僕らの考

えなので。そういうルール化というところで合意

ができるかどうかというところが一つあるのかな

という感じがあるので。 

 提案としては、そこを確認した上で、もしだめ

だったら、今のとおりやるしかないんですよ。た

だ、そこで多少歩み寄りができるのだったら、あ

とは何分の１にするかという基準を考えるという

ふうにできないかなというふうには考えているん

です。 

○宮下議員 一言だけ。この中で議長経験者は１

人しかいないわけですよ。本当だったらやはり議

長というのは、ルールというか縛りがない方が、

できるだけ自分の思いどおりにやれるのだったら

できた方がいいとは思うんですけれども、やはり

あった方がいいなと多分思っていらっしゃると思

うので。 

 多分これからこの中でもたくさんの方が議長に

なられるとは思うんですけれども、苦労されるの

ではないかなとは思うので、いろいろ先々のこと

を考えると、小金井市の場合は、議長の少し悩み

を将来的に取るというふうなことも考えると、ル

ール化されていた方がいいのかなというのが正直

私も思っていまして、そういったこともあって、

ここは少し熱心に議論できればなと思ってきてい

ました。 

 でも、どうしても話がまとまらないということ

であれば、涙をのんで、現状どおりというふうに

なってしまうかなとは思うんですけれども、でき

れば議長経験者の気持ちもちょっとは酌んで、こ

の辺でちょっとルール化をぜひ考えてみていただ

けたらなと思っています。 

○森戸座長 それで、一応自民党も①とは言って

いらっしゃるんですが、全体的にはそこにこだわ

らず、４分の１なり何分の１か分からないけれど

も、一定の議員数の申入れがあればいいのではな

いかというふうに言ってくださっています。 

○中山議員 （２）が決まっていますからね。

（２）がなければ、ちょっとこれは考えなければ

いけないんですけど、基本的に全員協議会を開催

するかどうかの協議をする会派代表者会議を開く

かどうかですから、僕は、１人からでも要請があ

れば、全会派で、無条件で開いて協議していけば

いいと思うんですよ。というふうに思っています

ので、そういう意味で案①という自民党案を申し

上げていましたので、歩み寄ってもいいかなと。 

 ただ、すごくこの議論は変と言ったら、ごめん

なさい、別に軽く言っている意味ではないんです

けど、12分の１とかといったって、事実上規定が

ないようなものではないですか。（「そんなこと

ない」と呼ぶ者あり）だから、２人いればいいの

でしょう。それだったら、別に１人からでもいい

のではないかなと、僕は個人的には思いますけど。 

○鈴木議員 自民党も必ずしも①にこだわらずと

いうことなんですね。私たちはそもそも全員協議

会は議長判断で招集するということに、これは一

致している。これは意見のところでも書かせても

らったんですけど、そもそも全員協議会自体が議

決を求めていないんですよね。そういう中では、

全員協議会開催要件を決する会派代表者会議の開

催要件を数で縛る、ルール化するということは余

り意味がないのかなという思いは変わっていない

んですよ。①で一致していて、全員協議会を議長

判断で開催するということで、私はそれに対して

必要なら、全員協議会の開催が必要な場合も議長

が判断して開催するべきということで、私たちの

主張は変わらないんですね。 

 なので、ルール化が必要ということですけども、

現状議長の判断でということでルール化されてい

るわけで、民主党としては、これは協議した結果
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なんですけど、今の私たちの判断、それから主張

というところで、ごめんなさい、歩み寄るという

思いは現状では持てていないです。 

○斎藤議員 議長判断でできるということは、あ

る意味では、簡単に開催できる。しかし、議員の

意思に反して開催しないということもあり得るん

ですよ。それはルールを決めておかないと。です

から、それは必要なんですよ。何もしなければ、

スムーズな運営になるかといえば、常時はそうか

もしれないですけども、非常時の場合にはそうい

うことも起きてくるわけですよ。議長の恣意的判

断ということだけではなくても、そういうものが

出てくる可能性があるのがルール作りなんだとい

うこと、ぜひそれは分かっていただいた方がいい

と思います。 

○森戸座長 議長の判断ということほど難しいこ

とはないですね。だって、両方から責められるわ

けですから。もうある意味、そういう意味では一

定のルールの中で、これはルールどおりやってい

るんだと議長が説明ができる方が、市民的にもや

りやすいし、スムーズにいくということなんです

よね。だから、そういう意味で、ちょっとそこは

五十嵐議員もおっしゃったんですけど、一定のル

ールというか基準を設けてやっていった方が、議

長になり手がなかなかいない中で、本当にやはり

きちんと議長がスムーズに運営できる方策を考え

ていくことは大事ではないかなと思うんですよね。

そこをぜひ。 

○中山議員 皆さんのご意見は理解できます。た

だ、これ、議会運営上の話ですから、ルール作り

というよりは、僕は非常に、インテリジェンスな

意味では、議長が非常に各会派を回って、幹事長、

こういう話があるんだけど、どうかと言って、議

会運営上の協議をやりながら、では、開きましょ

うと。で、実際に開催するかどうかとか、そうい

う運営上の重大決定はきちんと公開された場で議

論されると。僕はこれは非常にインテリジェンス

な議会だと思いますけどね。 

 だから、何でもかんでも皆さんの意見を否定す

るつもりはないんですけど、もともと協議する、

議論する場が議会ですから、議長がある意味取り

まとめてやる。それで、それが例えば開催してほ

しいという意見があるのに抹殺するような議長は、

もう不信任で失脚するというような仕組みづくり

もあるわけですから、僕は議長のそういうものは

担保されていると思いますよ。余り深く僕は協議

するような内容ではないかなと思っていまして。

ただ、今、鈴木議員もおっしゃったように、この

ままだと不一致になりますから、仕方ないのかな

と思います。 

○森戸座長 ちょっと休憩します。 

午前10時50分休憩 

                  

午前11時20分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 それで、この全員協議会の議員からの開催要件

について、全員協議会の開催要件は、議長が会派

代表者会議を開催し、各会派の意見を聞いて、議

長の判断において市長と調整して開催の有無を決

定するというのは、これは全体は一致しておりま

すが、では、会派代表者会議を開催するためには

一体何人の請求があった場合に議長は開くのかと

いう点については、現時点で一致をしておりませ

ん。しかし、全体はルールがあった方がいいだろ

うというところは一致をしているところでありま

す。 

 その点からすると、①の議長判断というふうに

回答されている会派の皆さんにはもう一度お持ち

帰りをいただいて、一定のルールのもとで会派代

表者会議の開催要件について結果を持ち帰ってい

ただきたいと思います。なお、それ以外の会派の

方も４分の１、６分の１、12分の１と大変意見は

分かれております。歩み寄っていっても良いとい

う会派もいらっしゃいます。では、どこで歩み寄
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れるのか、また、その歩み寄れる議員数はどうい

う根拠を持っているのかということも、できれば

説明ができる内容を持っていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 持ち帰りでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それと、民主党の会議規則の第119

条別表「議会の運営」の削除については反対だと

いうことが言われています。それは第１項の方で

すね。全員協議会については、もとの表現でいき

ますと、「市長が都市計画及び重要政策等に関し

て議会の意見を聞く場合に」というふうになって

いましたが、「市長が都市計画その他重要政策等

に関して」、これは変わらないのですね。ただ、

（２）の正副座長の持ち帰り事項で、会議規則の

第119条の「協議・調整の場」の別表の目的、こ

れに「議会の運営及び市政の諸問題に関する研究

及び協議を行う」となっています。この「議会の

運営」という言葉については、議会運営委員会が

あり、全員協議会で研究及び協議することはない

ので削除することを提案しますということを正副

座長案で提案をさせていただいております。 

 これについて、民主党からは反対ですと。全員

協議会で研究及び協議をする可能性が完全にはな

いと言い切れないのではないかということが言わ

れております。それで、これはなぜこういうふう

な規定になっているかというと、平成20年、今か

ら６年前、標準会議規則の改正が行われました。

これは、会議の範囲をもう少し拡大をすることが

必要だということで、全国都道府県議長会、全国

市議会議長会、町村議長会、３つの議長会が総務

省に要望し、議会活動の範囲を拡大するというこ

とになったんです。今までは本会議と委員会しか

議会活動としては認められなかったのを、全員協

議会や会派代表者会議、それから委員会、協議会、

こういうものを議会活動の範囲としようというこ

とで地方自治法の改正があり、標準会議規則の改

正が行われたわけです。 

 特にこれは町村議会なんですが、町村議会につ

いては議会運営や議案の審査の協議・調整を行う

場は全員協議会なんですね。（「議会運営委員会

ではないんですね」と呼ぶ者あり）議会運営委員

会ではないんです。全員協議会で行っているとい

うことがあって、それで、「議会の運営に関し協

議又は調整を行う」というのが標準会議規則に入

っていて、それがそのまま市議会議長会の標準会

議規則にもなっているという実態なんです。 

 総務省は、実態に合わせるということを言って

いますので、小金井市議会は、議会運営に関する

協議については議会運営委員会で行っているとい

うことであって、全員協議会では行っていません。

したがって、わざわざ議会運営委員会に関する協

議を入れる必要はないのではないかと。むしろ入

っていることで、市民から、では、全員協議会で

議会運営に関する協議、何をやるんですかと聞か

れたときに、実態がないので、私たちが説明はで

きないということで、これは正副座長としては会

議規則の方の文言は整理をした方がいいだろうと

いう提案であります。 

 それで、すみません、皆さんのお手元に資料が

配られております。近隣他市の会議規則でありま

す。小平市、西東京市とあるわけですが、裏の国

分寺市を見ていただきたいんですが、国分寺市議

会は、全員協議会には「議会の運営」というのは

入っておりません。これは実態として入れていな

いのだろうと思いますので、ちょっと次長からも

説明をお願いしたいと思います。 

○飯田議会事務局次長 ただいま座長の方からご

説明がございました資料の方をご説明させていた

だきたいと思います。 

 今、座長の方からございましたように、全国的

な実態、つまり多くの自治体で議案の審査または

議会の運営に関し協議または調整の場として全員

協議会や会派代表者会議が開催されている実態に
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基づいて、その会議の名称、目的、構成員、招集

権者を会議規則に定めるよう全国市議会議長会か

らも標準案が提示されております。 

 先ほど座長からもございましたように、各市の

実態に合わせて定めれば良いわけでございまして、

配付資料にございますように、小平市では全員協

議会の目的を「市政全般にかかわる事項や議会の

運営に関する事項などを協議すること」、西東京

市では、本市と同様ですが、「議会の運営及び市

政の諸問題に関する研究及び協議を行う」。裏面

を見ていただきますけれども、調布市議会は「議

会の運営及び市政に係る重要案件について、協議

又は調整を行う」となってございます。国分寺市

につきましては、全員協議会の目的を「市政に係

る重要事業・事件について協議又は調整するこ

と」というふうになっておりまして、その上に表

示のございます会派代表者会議につきましては

「会派間の意見調整その他議会運営上必要と認め

る事項について協議又は調整すること」となって

おります。ですので、実態に合わせてその目的を

定めているということでよろしいかと思っており

ます。 

 なお、武蔵野市、三鷹市、府中市では会議規則

に第100条第12項に規定する協議の場の規定はご

ざいません。 

○森戸座長 ということであります。 

 民主党、そういうことでありますが、どうでし

ょうか。 

○鈴木議員 今回の地方自治法の改正ということ

に連動しているということですよね。背景につい

てご説明いただいたので、削除の方向で了とした

いと思います。ご説明ありがとうございました。 

○森戸座長 ということでありますので。これ会

議規則の改定になりますので、一応、議会運営委

員会にこれは申入れをしなければいけない部分で

ありまして、議会運営委員会で最終は決定してい

ただくということになりますので、この点は削除

でよろしいですか。議会運営について。では、そ

のようにしたいと思います。 

 続きまして「討議の保障」、ナンバー38に行っ

てよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 「自己研さん・調査・研修・政策立

案」であります。 

 持ち帰り事項についてなんですが、「討議の保

障」を何章に規定するかということと、議員間で

討議するということについての持ち帰りでありま

すが、それぞれ言っていただけますか。 

 自民党。 

○中山議員 （１）、こちらは協議いたしまして、

この「討議の保障」については②の第５章「自己

研さん・調査・研修・政策立案」で規定して一本

化していくのがいいのではないかという意見でま

とまりました。 

○森戸座長 共産党。 

○水上議員 共産党は（１）は①で、「討議の保

障」の中身なので、第５章の「自己研さん・調

査・研修・政策立案」のところにはちょっと当て

はまらないのかなということで、「議会の運営及

び議員の活動原則」に持っていった方がいいとい

うことです。 

 （２）は「○」ということで、第５章について

は「自己研さん」という言葉に該当する条文がな

いので、「自己研さん」というのは取ったらどう

かなということを提案したいと思います。 

○森戸座長 公明党。 

○宮下議員 これは①でも②でも「○」という意

味で、すみません。調整に可能な範囲ということ

でございます。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 （１）については①でいきたいと。

「活動原則」ですね。 

 （２）の方は「△」なんですね。これもいろい

ろ議論になるのかなと思うんですけど、現状の運
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用というか、協議会が議員間討議にという受け止

め方を今しているんですが、私はあれが本当に議

員間討議になっているのかということではちょっ

と疑問を感じているということで「△」というこ

とです。あとは記載のとおりということでお願い

します。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 （１）②でお願いします。 

○森戸座長 ②。 

○百瀬議員 はい。（２）は「○」です。ごめん

なさい。 

○森戸座長 第２章は規定するだから、①ですよ

ね。 

○百瀬議員 第２章は①です。ごめんなさい。 

○森戸座長 生活者ネット。 

○林議員 （１）は第５章の「政策立案」という

ところで規定していってほしいと思っています。

先ほど鈴木議員がおっしゃったように、現状が政

策立案をするための議員間討議になっているかと

いえば、私もちょっとそこはまだまだ十分ではな

いのではないかなというふうに思っているんです

が、これを「運営」とか「活動原則」というとこ

ろに持っていくと、先々の発展がないような気が

していまして、これから本当の意味での議員間討

論をしていくのだという期待を込めて、この「政

策立案」というところに置いておいてはどうかと

いうふうに思っています。 

 （２）については「○」でいいです。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 ここの条文が議員間の討議という

ことでありますが、どちらかというと第２章の方

が落ち着くかなというふうに思いますので、①で

いいかなと思います。 

○森戸座長 市民自治。 

○片山議員 私もこの①ということで、場所を第

２章に移した方がいいのではないかとは思ってい

るんですが、今、生活者ネットワークのご意見な

どを伺って、そういったご意見も尊重しながら考

えていければいいかなと思ったところです。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 私も（１）については①というとこ

ろがふさわしいと思います。今後の条例の発展と

いうことであれば、その段階で具体的に条例の提

案をされればいいのではないかと思って、少し違

和感のある条文を現段階から作るというのは余り

よろしくないのではないかなというふうに思いま

す。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 私も（１）については①ですね。第

２章「議会の運営及び議員の活動原則」のところ

に置くのが適切かなと思っています。その理由と

しては、ここで書かれてある第13条の条文に関し

ては、やはりどちらかというと「活動の原則」に

当たることを書いているのかなと思っております。

なので、その「活動の原則」であり、プロセスを

やはり規定する上では第２章の方が望ましくて、

例えば「政策立案」というものは、結局それをよ

り実現化していくための具体的な手段ということ

になりますので、これはこれで第５章でやるとい

うところをきっちり分けて考えた方がいいと思い

ます。 

○森戸座長 大枠は第２章でいいのではないかと

いうことなんですが、自民党と生活者ネットワー

クが第５章そのものでいいのではないかというご

意見であります。どうでしょうかね。 

 それで「討議の保障」、それから「議員間討

議」、「議員間で討議」を行うことについては、

この正副座長案の一番下に２行ほどで書いてある

んですが、全体の一致点は「新たに議員間討議に

ついて、議会改革することなく、現状どおりの運

用で討議を条例に規定するので、新たに討議の保

障について規定しないことを提案する」というふ

うに書かせていただいています。現状で議員間討

議をやり始めたら、小金井市議会の場合は終わら
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ないだろうと。これは前回ぐらいにちょっと議論

をさせていただいたかなと。 

 では、現状で政策立案できていないかというと、

条例提案や予算の組替えや修正や、そういうもの

に対する質疑をやられるというのも、これも議員

間での討議の中に入りますし、そういう点からい

えば、政策立案というかな、議員間討議というの

はやっていないわけではないということなので、

そこはちょっと、前回だったか前々回だか、一致

してきたのかなと思っておりまして、そういう意

味では、現状を維持するという意味での議員間で

の討議だと。ただ、将来的に、いや、もっと活発

にいろいろやった方がいいということになれば、

それはそういうことになっていくのだろうと思う

んですが、ちょっとそこが認識を一致させていた

だきたいなと思っているところです。 

○斎藤議員 この代表者会議の中で、議員間討議

をやるべきだということで、一定の研究をしまし

たよね。そうすると、やればやるほどいかに大変

かということが分かって、今、座長が言われたよ

うな形になったと思うので、この先、議員間討議

をやるべきであるということであれば、どういう

形でどういうふうにやったらできるのかというこ

とも含めてご提案いただければ、それはもう一生

懸命考えていきたいと思いますし、また、陳情に

限っていえば、できる可能性は強いのかなと。 

 部局に対する質疑のほかに、この陳情をどう扱

うのか、議会としてどうするかということを議員

同士で、委員同士で討議をすることというのは、

これは可能性があるのではないかなというふうに、

私はまだ残しておりまして、ただ、その議論まで

行くと、それこそ議会運営委員会のマターになり

ますし、今やっているところの中とすれば、現状

の議論の範囲で条例を作るということで、致し方

ないのではないかなというふうに考えております。 

○片山議員 先日、作業部会の１班でもちょっと

話し合っていたんですが、真ん中辺の会議規則の

こちらの「質疑に当たっては、自己の意見を述べ

ることはできない」という、ここについてどうす

るかというようなことを、１班での整理はちょっ

と難しいという話をしていたところだったんです

が、ただ、議員間討議とちょっとまた別の形で、

ここは整理した方がいいかなというふうには思っ

ているところです。 

 それとまた別で、前の方に（例１）、（例２）

と書いてあるわけなんですが、ここに上げている

こと以外にも、議会運営委員会であるとか、また、

この代表者会議であるとか、そういうところでは

質疑というよりは議員間の討議を実際行っている

ものかなとは思っているので、こういった事例な

ども挙げながらということでの現状認識をしなが

ら条文を作っていければいいのではないかと思い

ます。 

○森戸座長 片山議員から言われました、この

「質疑に当たっては、自己の意見を述べることは

できない」というところは、今、整理した方がい

いですか。一応作業部会では議論できないという

ことで、返すということですよね。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

○飯田議会事務局次長 今お話に出ました会議規

則の件でございますけれども、標準の地方議会の

会議規則の解説に載っているところですが、質疑

者が自己の意見を述べなければ、質疑の意味をな

さないこともあるので、このような場合は意見を

述べることが許されることがあると。ただ、必要

最小限ということであって、それで長々、長く自

己の意見を吹聴するというか、長く述べられると

いうことですと、質疑ということではなくなって

しまうので、その範囲を超さない限りで、自分は

こういう意見なのだけれども、どうなのだろうか

という質疑をするために必要最小限の意見を述べ

るということは許されるものというふうに解され

ております。ただ、意見だけを述べていくという

ことですと、そちらは討論の方で述べていただく
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ということになろうかと思います。 

○森戸座長 という解釈がありますので。今の

「長々」というのは次長のですよね。そこはちょ

っと今、解釈には書いていないので。（「最小限

とは書いています」と呼ぶ者あり）最小限。

（「必要最小限だね」と呼ぶ者あり）はい。とい

うことなので、だから、できないわけではないと

いうことですね。そういうふうに、これは先にま

とめておきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 どうでしょうか、自民党と生活者ネットワーク、

全体は①でまとまるような状況なんですけれども、

討議を保障していくということは、議会運営の原

則としても、まあ、いいのかなというのが多数な

んですが、お持ち帰りいただくことはできますか。

どうしますか。いいんですか。 

○中山議員 この第５章に関しては、いわゆる先

ほど林議員からもお話あったように、政策立案に

関する協議ではないかという考え方もあったんで

すが、皆さんが大方①ということで一致している

のであれば、まあ、ここは歩み寄りでまとめてい

けるのであれば、それでも構いません。 

○森戸座長 林議員、いかがですか。 

○林議員 条例提案など、今の状況でも政策立案

はしているのではないかということなので、私は

②のままでもいいのではないかというふうに思っ

ているんですが、すみません、ちょっともう一度

持ち帰ってみます。 

○森戸座長 では、生活者ネットワーク、これ持

ち帰っていただくということで、次回までにお願

いします。 

 では、全体はこれでいくということで確認をさ

れているということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ありがとうございます。 

 次に、第14条であります。ここは正副座長から

の提案というのが８ページにありまして、「議会

研修会」とするということでどうかということと、

第16条の議会研修会を全部削除をするということ

であります。「必要な機関」というのは、これは

第２部会第２班において必要な機関及び政策検討

会については課題を整理していただいております。

一定、正副座長には回答をいただいているところ

ですが、ちょっと班長さんとも十分に調整をした

いと思っておりますので、ここの議論はもうちょ

っと保留にしたいと思いますが、この第14条と第

16条についてであります。 

 自民党からお願いします。 

○中山議員 これは、正副座長案のご提案で結構

かということでまとまりました。 

○森戸座長 続いて共産党、お願いします。 

○水上議員 共産党も「○」ということで大丈夫

です。 

○森戸座長 公明党。 

○小林議員 「○」でお願いします。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 「○」で結構です。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 正副座長案で結構です。 

○森戸座長 生活者ネット。 

○林議員 第16条の削除というところで、残して

はどうかというふうに、以前提案したんですけれ

ども、後ほど「検証」のところで、ほかの議会で

やっている検証というのをちょっと提案したいな

と思っているんですが、いずれにしてもこの議会

基本条例を全員で見直していく、その中でそれを

研修と兼ねるというような形をとっていただける

のであれば、ここについては了としたいと考えて

います。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 正副座長案で結構です。 

○森戸座長 市民自治。 

○片山議員 こちらでまとめるということで了解

したいと思っているんですが、確実にこの議会基
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本条例について研修する場が必要だということは

申し上げておきます。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 第14条のほかの部分は今日もちょっ

と協議をさせていただくということなんですが、

この部分に関しては正副座長案でそのままで結構

だと思います。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 議会研修会とすることについてはオ

ーケーですが、ただやはり、第16条、これは前も

言いましたけれども、研修会全部を削除するとい

うことには反対という形で考えております。ただ、

これ、反対する理由が、結局、初当選議員に対し

て議会基本条例に関する研修をやらないというこ

とであれば反対という意味ですので、さっき生活

者ネットワークがおっしゃられたように、例えば

第22条でしたか、検証するところにその内容が盛

り込まれるのであれば、ここで削除するというこ

と自体は問題ありません。要するに初当選議員に

議会基本条例についての研修をやるということで

あれば、ここは削除してもオーケーです。 

○森戸座長 今、全会派からご意見いただきまし

た。 

 それで、これを提案させていただいて、皆さん

のご意見を頂いた後、ちょっと正副座長と議会事

務局も含めて協議をしたんですが、「初当選議員

への説明会」というのを資料でお配りしてありま

す。議会研修会の中で、この条例を、研修するこ

とを削除するというふうにしたんですけれども、

これを見ていただくと、初当選議員への説明会の

最初に新議長が20分、何を話すか分からないんで

すけど、話すことになっているんですよ。だった

ら、ここで議会基本条例にも触れてもらったらど

うだろうかと。30分ぐらいにしてもらって、議会

基本条例があってということをやってもらったら

いいのではないかなと。分かりますか。削除はす

るのだけれども、初当選議員の研修会の中で議会

基本条例に触れてもらうことはできるのではない

かというふうに思ったんですが、どうでしょうか。 

○白井議員 どう思われるか分かりませんが、20

分や30分そこらでこれだけ何十回とやっている議

会基本条例の理念と考え方、それに対する思い、

これの位置付け、役割というものが認識されると

は思わないので、せめてやはり半日ぐらい時間を

とってやるということは、私としては……。これ

だけ何十回と集まって。まだまた集まりますよね。

何十回と、何十時間集まってやっているわけです

から、ここの思いをやはり継承していくというの

は、小金井市議会としては大事なのではないかな

と私は思います。 

○片山議員 ちょっと私は初当選議員の研修とい

うところに違和感があって。また復活組もあると

思いますし。これは、例えば先日、上越市に議会

運営委員会で視察に伺ったときにも、パワーポイ

ントなどを作って、ほかの議会から来たときにも

分かりやすくまとめられていますよね。そういっ

た多分恐らく何かしらこの条例ができた後に、こ

ちらの説明ができるような、そういったまとめを

作らなければいけないのではないかなと思うんで

すが、例えばほかの視察にも対応できるような、

１時間だか２時間だかのそういった説明ができる

ものができるとすれば、議長が新しく代わってい

ったりとか、議会運営委員会の委員長がするのか

もしれないですけれども、何かしらそういった誰

にでも説明できるようなツールは作っておいて考

えていくというような方向がこれから必要ではな

いかというふうには思っているところです。 

○森戸座長 30分で何が説明できるかと言われれ

ばそうなんですけど。何分にするかは別にしても、

新議長が説明をする時間があるということであれ

ば、ここで、片山議員もおっしゃったんですが、

一定のツールを作っていただいて。ツールを作っ

ていただくというのは、共通のツールを作って、

誰がやっても説明ができるというふうにできれば
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いいのかなというふうに思いますよね。逐条解説

も作るわけですから。 

 そういう意味で、私、30分ぐらいと言ったのは、

それはまたちょっと検討だと思うんですが、ここ

の場所で初当選議員に説明するというのはどうだ

ろうか。そこに、例えばこの議論に加わっていな

かった元職議員も入ってもいいわけで。それは余

り規定しなくてもいいと思うんですが。そういう

提案なんですね。この白井議員の「×」というの

を受けて、ちょっともう一度、では、検討しよう

かと思って検討したんですが、そうしたら、白井

議員からまたバツと言われてしまった。 

○鈴木議員 どの場で説明するかというところで、

今の座長の提案はいい提案だなと思って、受け止

めたいと思っています。ただ、意見にも書かせて

いただいたんですけど、カリキュラムとして全体

のね、初当選議員という言い方が妥当かどうか分

かりませんけれども、１日で終わらすのではなく

て、まだまだ議員として学ぶべきことはたくさん

あるなと。これ昔は会派の中で先輩議員に教わっ

て、怒られながら覚えたものですが、議会改革と

して新たに取り組むのであれば、ここもしっかり

皆さんで協議して中身を充実。議会基本条例もそ

うですけど、それ以外、議員がやはり知っておく

べきことというのはもう少し時間をとっていただ

いて説明していただくと、自分自身も助かったな

という思いも持っていますので。 

○森戸座長 民主党のこれもあったんですが、議

員のスキル向上をどこまで誰がやるかということ

なんですね。で、スキルはどこまでを言うのかね。

（「私は自分でやるべきだと思う」と呼ぶ者あ

り）そうなんですよ。新人議員さんで会派を作っ

ていらっしゃると、なかなか大変だなと思うとこ

ろもあるんですが、それぞれの会派で、また１人

会派は１人会派でスキル向上に努力されていると

思っていて、どこまでこれ、責任持ったらいいの

かなというところはどうでしょうかね。（「悩み

どころなんだよ」と呼ぶ者あり）悩みどころなん

です。 

○鈴木議員 現状で、座長の言うようにどこまで

というところを自分たちで今、考えを明らかにお

示しすることはできないんですけど、ただ、やは

り１日で全て説明を終えてしまうというところで

はちょっと厳しい。資料の読み方すら分からない

中で、これを、先輩議員に質問するのにも、それ

なりの知識がないと質問できないなというところ

もあって。確かに昔は、それは自分で勉強しなさ

い、分からないことは先輩議員に聞きなさいとい

うやり方で来たのでしょうね。ただ、これを議会

改革としてどう捉えるかというところは、これは

自分ではっきりとした考えを持っているわけでは

ありませんので、皆さんの意見を聞きながら協議

できればなということです。 

○森戸座長 習うより慣れろと言われて、先輩議

員からは、質問の仕方も自分で考えなさいと言わ

れて、私なんかはやってきましてね。教わってい

ませんので。 

○白井議員 私は議会に入って思ったのは、皆さ

ん本当に聞いたことには親切に丁寧に教えていた

だいて、だから僕も一人で活動できているなとい

うのは非常に感謝しているところですので。昔か

ら、会社に入ったときから習うより慣れろという

か、受け身になっているともう置いていかれると

いうことを経験していたわけですから、やはり自

分から慣れていく、分からないことがあれば聞い

ていくということをやってきた立場なので、余り

すごい困ったことというのはあった覚えはないん

ですけども。 

 ただ、今回議会基本条例というのは、議会とし

ての、いわば憲法と言われるものとか、小金井市

議会としてきっちりこういう活動をしていこうね、

僕たちはこういう存在でいようねということを規

定しているわけですから、そこは丁寧に伝えてい

くということは大事なのかなと思うんですね。 
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 これも、では、読んでおけだけだと、どういう

話があって、それも全ては説明できないとは思う

んですけども、どういう経緯があってこういう条

文になっているんだよとか、こういう文言になっ

ているんだよというのを、特徴的なところはちょ

っと解説する必要があったりだとか、そういうふ

うにちょっと丁寧にやった方がいいなと思うんで

す。でないと、何か条例があるよ、読んでおいて

だけだと、多分伝わらないと思いますしね。 

 一応ここにも書いたんですけれども、誰がやる

かということとか、どういうタイミング、スパン

でやるかというのはいろいろあると思いますので、

特に改選後に、別に新しくなった人だけではなく

て、もともといた人間も改めてやはり条文を検証

していくことも含めて一緒にやったらどうかとい

うのは一つの提案です。 

 さっき林議員がどういう、何か新しい提案があ

るか分かりませんけども、検証しつつ、検証とい

うのを、例えば新しくなった方の理念、内容を伝

えていくということもひっくるめて一緒にやって

いくというのは一つの手法かなと思います。なの

で、やはりちょっと短いかなと思っていますので。

これだけだと。 

○森戸座長 新たに正副座長としては、この初当

選議員の説明会で議長が何か話すんですよね。そ

こをきちんと捉えて、その中で説明していただけ

ればいいのではないかということなんです。白井

議員からは、初当選議員だけではなく、全体の議

員でもう一度ということがあったんですが、その

辺りはどうするのかということがあります。改め

て午後からまた協議をしたいと思いますが、ちょ

っと昼休み中、どうしたらいいかお考えをまとめ

ていただければありがたいなと思います。よろし

くお願いします。 

 では、１時間休憩します。 

正午休憩 

                  

午後１時03分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 午前中に引き続き、議会基本条例を協議をさせ

ていただきます。第14条ですね。議会研修会。ち

ょっと確認したいんですが、第14条第２項第５号

については、「議会研修会」とすることで全体は

一致していますので、これは確認させていただき

たいんですが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 問題は、第16条、全部削除について

であります。１会派から反対というのと、民主党

からも議員のスキル向上を図るべきではないかと

いうご意見もあって、この辺りは中身の問題とい

うことにもなってくるところもあるんですが、ど

ういたしましょうか。 

 まず一つは、小金井をおもしろくする会から、

初当選議員及び現職議員も議会基本条例を学ぶ場

を設けてはどうかというご意見がありました。こ

のことについて、何かございますか。 

○五十嵐議員 午前中からの引き続きの話だと思

いますけど、座長がおっしゃったように、議長の

挨拶の中とか説明の中で触れるのはいいアイデア

ではないかと思います。ただ、余り詳細なことを

そこで話しても、多分なかなか理解はできにくい

のだと思うので、最高規範としてこういうものが

あるという趣旨ぐらいになるのかなと、実際には

そういうふうな気がします。 

 それでその後の研修というか勉強ということに

ついては、どうしていくかというのはこれからの

話かなとも思うんですけど、ただ、先ほどどなた

か言いましたけど、視察に行ったときにパワーポ

イントを使って説明されたのを聞いて、やはりあ

あいうふうにまとまったものが一つあると、いろ

んな場面で活用できるかなとちょっと思ったりし

まして、誰が作るのかなという思いはあるんです

けど、例えば広報の方辺りで頑張っていただくと

かして、ああいうまとまったものを説明用に作っ
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ていただくというのも、場合によってはそういう

ものがあれば、勉強の機会も増えるのではないか

というふうに思っております。 

○森戸座長 その広報というのは、この中の広報

ということですね。（「はい」と呼ぶ者あり）分

かりました。 

○白井議員 今、五十嵐議員おっしゃったように、

確かにあそこの初当選議員向けのいろんなメニュ

ーを研修の中で仮にやるとしても、時間が限られ

ているものですから、そこで例えばこういうもの

があるということ、総論的なところをきっちり伝

えるということは必要だと思うので、あの中に組

み込むとしたらそのレベルかなと思っています。

それはやはり、逆に言うと必要だと思っています

ので、ああいうふうに改めてまとめていただいた

正副座長案としてはいいと思っているんですね。 

 ただ、もう一つやはり、どこかでゆっくりきっ

ちり内容を含めて伝える場が必要だと思うんです

が、もし可能でしたら、ここの第16条の件は、極

論で、だからもう別に削除でも構いませんので、

検証と併せて、これまで参加していなかった議員

でも伝わるようなメニューを含めて検証するとい

うことをきっちり第22条で協議できれば、私とし

てはここは別に削除しても構いません。第16条で

残すということだけをこだわるつもりはありませ

んので。それを付け加えておきます。 

○森戸座長 分かりました。「検証」のところで

ということですよね。大体条例とか会議規則とか、

最初から全部読み込んでも、使いこなすのはなか

なか実践の中でしか使いこなせないし、そのとき

に初めて意味があるというのかな、この読み込み

が出てくるというのがあって、なかなか一回聞い

たから全部分かってというのは難しいんだけれど

も、何かやはりこういう条例があって、こういう

趣旨なんだということは、初当選議員の皆さんに

は伝えておく必要はあるかなということなんです

ね。 

○鈴木議員 私たち民主党は、この初当選議員の

レクチャーの仕方全体でやはり見直す提案をさせ

てもらっているんですが、もちろんその中で、こ

うして議論を重ねて議会基本条例の策定をしたと

いう経緯は、この中の一つのメニューとして説明

だと思っています。改めてこうして資料、初当選

議員への説明、どういった分野の部長がされてい

るのかなということで、ここで見てみると、議会

事務局の局長でも、どなたでも構わないんですけ

ど、議会事務局としての説明、ここでされていな

いんですよね。そういうことを考えると、全体の

初当選議員への説明会を見直す中で、そういった

ところも検討していくべきではないかなというふ

うに思っています。 

○白井議員 議会事務局絡みの研修は、また別で、

確か日が設定されてあって、政務活動費のことと

か、それは個別に詳しく教えていただける機会が

別にありますので、一応それは補足しておきます。 

○飯田議会事務局次長 先ほどの鈴木議員からの

議会事務局関連のご説明でございますが、実は初

顔合わせの後の午後の時間に、議会事務局関係の

研修といいますか、説明をさせていただいており

ます。議会の庶務調査係と議事係の方からそれぞ

れご説明させていただきまして、報酬ですとか、

あるいは任期ですとか、あるいは議事関係ですと、

本会議や委員会の流れですとか、請願、陳情の受

理とか、あるいは人事、会計、議場の維持管理と

かのそういったこともご説明をさせていただいて

いるところでございます。 

○森戸座長 よろしいですか。 

○鈴木議員 ありがとうございました。そういう

説明があるという中で、１日限りで済ますという

ことではなくて、何か月か、週に一度なのか、そ

れが月に一度なのか分かりませんが、そういった

見直しが必要であるということで、改めて提案さ

せていただきたいと思います。今の議会事務局か

らのご説明ということも含めて、全体のメニュー



－ 20 － 

を充実した方がいいのではないかということで提

案させていただいています。 

○森戸座長 それで、議会研修会の中身、初当選

議員の中身もどうするかというのは、ちょっとこ

この議題から別の場に移した方がいいかなと。で、

議会運営委員会の中の議会改革の中で、どういう

ものにしたらいいのかということを提案していた

だいた方がいいのではないかと思います。皆さん

には、今日お示しした資料の中で、各部長のレク

チャーというか業務要旨についての説明があるわ

けですが、これも議会サイドからお願いをして入

れていただいたものなんです。この時間帯ではな

かなか全部は分かりかねるところがあって、もう

ちょっと改善してほしいということがあるのかも

しれませんけど、そういうことをぜひ議会運営委

員会の場にも提案をしていただいた方がいいかな

と思いますので、それはそういうことでいかがで

しょうか。いいですか。 

（「いいと思います」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 基本的に議会基本条例について、こ

の初当選議員の説明会の中の新議長の説明の中に

盛り込んでいただくというところで一致をし、こ

の第16条の削除をご了解いただければと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○片山議員 先ほど白井議員がおっしゃっていた

ような形で、ただ、その新議長のところに盛り込

むというだけではなく、ほかの条文のところでの

という意見もありましたよね。それについては多

分確認はされてはいないと思うし、一致はしてい

ない部分かなとは思うんですけれども、私もそう

いったほかの場というか、何かしらそういった場

を規定することは必要という意見は述べています

ので、その点についてをどのように取り扱ってい

くのかの確認ができればと思います。 

○森戸座長 それは、できればその後のところで

やりたいなと思っていまして。それがセットでな

ければ合意ができないということであれば、そこ

を先に議論しなければいけないかなと思うんです

けどね。ナンバー45の第22条ですよね。第22条の

「条例の検証」。 

○片山議員 第22条にどういうふうにするかとい

うことについては、まだ今この場では議論はでき

ないと思うので、私はこの第16条削除ということ

に当たって、ただ議会基本条例についての研修の

場が必要であるかないかというところの認識の確

認だけできればいいかなとは思っているんですが、

いかがでしょうか。 

○森戸座長 全体的にですか。今、片山議員から

もそうですし、白井議員からもそうだと思うんで

すが、全議員がこの議会基本条例を研修し、身に

付けていくという場が必要ではないかと。それは、

４年に１回とか。毎年ですか。 

○片山議員 形がどうというのはこれからだと思

うんですね。例えば議員研修会、今まで年に１回

とか２回とか開いている。その中の１つをその場

に充てようというような提案でもいいと思うし、

それは今後でいいと思うんですけど、何かしらを

やるということだけの、４年に１回なのか１年に

１回なのかというのも含め、規定はしないで、何

かしらの場は必要であるということだけ確認がで

きておけば、後で議論しやすいかなと思っていま

す。 

○白井議員 私も同じように思っていまして、一

応第16条、これ仮に削除にして、仮に第22条で

「検証」と一緒にやったらどうかという話をしま

したけれども、「検証」と一緒では難しいだろう

という話があるのでしたら、第22条はそもそも条

例の第７章として「本条例の位置づけ」というタ

イトルに入っている条文ですので、別の条文で

「検証」とは別に、初当選議員に向けて研修とい

うか、この考え方と経緯、理念を継承していく取

組をするということを別に規定をしてもいいわけ

だと思うので。 

 ただ、皆さんが余り、いやいや、そんなものは
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必要ないでしょうとおっしゃるのでしたら一致し

ないので、提案してもだめだろうし、仕方ないん

ですけれども、まず、皆さんがそういう取組が必

要なのかどうか。できるできないとか、どういう

ふうに具体的にやるかというのは後でいいと思う

んですけれども、まずそういうのは必要だよね、

いや、必要ないよねというところの認識だけちょ

っと確認しておきたいなと思います。 

○小林議員 研修というか、条例自体をよく知っ

ておくことというのは必須だと思うんですけども、

研修会って、形をどうこだわるかどうかというと

ころは議論が必要だし、この時点で決めておく必

要があるのかどうかというところは感じているん

です。それで、それは先ほど来話が出ている上越

市のような、視察に耐え得るだけのパワーポイン

トがあって、それのページごとの説明資料ができ

たときに、それを読むことで概要はつかめるわけ

ですね。それ以上、その一歩踏み込んだところと

いうのは、やはりそれぞれ例えば各会派の先輩の

解釈だとか、そこに落とし込んだところの各会派

の様々な経緯とか、その辺が結構重要になって、

それが円滑な議事の運営につながっていくのかな

と思っていまして、余り通り一辺倒のもの、形式

だけにこだわって勉強会というのをやることが本

当にその目的を達成できるのかどうかというのは

疑問に感じているところであります。 

 ただ、前段で言ったように、条例を分かった上

で議会運営に接していくということを約束してい

くということは大事だと思いますので、しっかり

とそれを議員が学び、それに沿って対応していく

というような文面が残っていてもいいのかなとは

思いますけども、年に１回研修会を全員で開くと

か、そこまでは決めるのにはもう少し時間が要る

のかなと思います。 

○白井議員 全くちょっと逆というか、やはり議

会として取り組むことが、僕は何よりも必要だと

思っていまして、各会派のそれぞれの、例えば条

文になっている経緯、取組なんかは別に各会派で

やればいい話であって、では、１人会派の方がま

た新しい初当選で出てきたときに、では、誰がそ

れを継承するんですかという問題もあるし、冒頭

に言ったように、やはり議会としてこれは作って

いるものですから、議会としてそれを全体で共有

しつつ、１人であればブラッシュアップをしてい

くということも含めて、初当選議員にもちゃんと

議会として対応するということが何よりも大事で

はないかなと思うんですが、いかがですか。 

○鈴木議員 初当選議員に対するレクチャーの中

身はまた別に議論するということでしたね。それ

で、ただ、僕は思うんですけど、この議会研修会、

初当選議員に対しても初当選議員の説明会の中で

メニューとして行うと。ただ、この議会基本条例

に書かれている改革の中身、小金井市議会が目指

すその中身を理解するのにも、やはり議会運営の

基本的な事柄、部局等の対応、議員としての最低

限必要の、最低限必要がどのぐらいのレベルかと

いうのもこれまた定義が難しいんですけど、一定

身に付けていただくということをレクチャーした

上で、議会基本条例の取組についてより理解が深

まるのかなと思う。 

 要はバランスの問題なのかなと思うんですね。

このバランスの中で考えていけば、議会改革の取

組を継承していく、こういうものがあるんだよ、

小金井市議会としてこれは活用していくんだよと

いうことを伝えることはもちろん必要で、それを

全体のバランスの中で考えていけないかなという

ふうに考えているわけです。僕は必要だと思って

います。思っているんですけど、そのために身に

付けなくてはいけない知識や文言の意味、身に付

けなくてはいけないこともあるという中で、バラ

ンスの中で考えていければいいのかなという考え

です。 

○片山議員 どういう場でということを規定しな

いで、私は確認がとれればと思ったんですが、例
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えばという事例を出させていただきますと、私が

初めて議員になったときに、ごみの問題について

の勉強会があったんですね。全議員による、これ

までの経緯というか歴史を学ぶというか、そうい

ったものがありましたよね。ああいったものがあ

って非常に助かったなと思っているんですが、そ

ういった認識を共有する場を全議員で一回持つと

いうようなことというのはあり得るのかなという

ふうに思ったりしています。 

 多分、議会基本条例ができて、その次のときに

どうするかというような話かと思いますので、ま

たそれが年数がたっていけば、またそのときに考

えていけばいいと思うんですが、この条例ができ

た後の次の改選のときにどういった場を持つかと

いうことについてはちょっとイメージしておいた

方がいいのかなというふうに思っているところで

す。多分条例についてのやはり解釈というか、そ

れが改選後には結構いろんな認識が変わっていく

可能性はあるなと思っているところです。 

○森戸座長 第22条のところで、そこを話をする

というのは難しいですか。（「いいですよ」と呼

ぶ者あり）いいですかね。（「それであれば提案

します」と呼ぶ者あり）そうですよね。実際に生

活者ネットワークからはそういう提案でしたか、

検証と研修を兼ねるという提案をされているので、

そこでちょっと議論するということでよろしいで

すか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 分かりました。では、今のご意見も

いただいたので、それをまた次に活かすというこ

とで。研修やってはいけないということでもない

し、やった方がいいと思いますし、その辺りどう

するかということでいきたいと思うので。 

 そうしましたら、この第14条の議会研修会は、

名前は研修会にし、第16条は削除すると。なおか

つ第14条の表題を「調査・研修・政策立案」とす

ることで、これはよろしいでしょうかね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 議会基本条例については、初当選議

員の説明会の中で、新議長が一定の説明はすると

いうことはご確認いただいてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、それはご確認いただいたとい

うことで、第１部会に回したいと思います。 

 続きまして、では、ナンバー40の第15条、政務

活動費であります。 

 これは、これでいいかどうかということなんで

すね。（「みんな「○」ですよ」と呼ぶ者あり）

みんな「○」ですから、これはよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、第15条は議論しなくていいで

すね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、次に行きます。ナンバー41、

第17条、議会事務局であります。 

 これは、裏面の第３項、第４項が若干議論にな

っておりました。各会派のご意見をいただければ

と思います。 

 自民党。 

○中山議員 これは、第３項につきましては上位

法にありまして、特に記載の必要はないのではな

いか。また、議会事務局の設置条例にも規定され

ているということで、自由民主党といたしまして

は、第３項については削除の方向でどうかという

ことです。 

 それから、第４項については、前回の議会基本

条例の策定代表者会議の中で、矛盾しているので

はないでしょうかという意見も出させていただい

ておりまして、第４項については内容が矛盾して

いますので、削除するという方向でご検討いただ

けないだろうかというのが会派の意見であります。 

○森戸座長 共産党。 

○水上議員 共産党は、第４項のところを「あら

かじめ」という文言を抜いて、「市長に協議する



－ 23 － 

ことを求めることができる」というふうにすっき

りさせたらどうかと。第３項と第４項の矛盾も指

摘をされておりましたけれども、やはり実際の運

用がこんなふうになっている関係で、やはり議長

の権限として一応明記しておいた方がいいのでは

ないかということで、こうしたいと思います。 

○森戸座長 公明党。 

○宮下議員 ここに書いてあるとおりですけども、

案文でオーケーということで一応意見を出させて

もらいました。第３項と第４項が矛盾しています

が、あえてよしとすると書いてありますけども、

既に矛盾している現実がありまして、そういった

ことも考えると、どうしても条文上のこういった

こともあり得るのかなということで、一応こうい

うふうに書きました。第４項のみ削除する方法も

あるということでも提案させていただいておりま

す。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 賛否については「○」です。意見の

ところに書かせていただいたとおりで、第１項、

第２項についてはこのとおりでいいと考えていま

す。 

 第３項、第４項の今の矛盾の話なんです。ただ、

人事権は市長の権限であるということ、しかし、

現状でも市長は議会の動向というのを無視できな

い運用でこれまで行われてきているということで、

やはりこういう書き方しかないのではないかなと

いうことで考えています。かえって第４項を削除

してしまうというところにもちょっと抵抗を感じ

ているので、あえて現状のままでよしと考えてい

ます。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 第１項、第２項はこれでいいと思い

ます。 

 先ほど来第３項、第４項の話なんですが、実際

現実的に矛盾したことが行われている中で、条例

の文章としてどうしたらいいかということを考え

たのがこの意見なんですが、任命すると協議する

ということの矛盾というか違和感があるのは仕方

ないので、要は調布市議会のように「任免権を行

使するものとします」というような表現に変える

と、矛盾というのが多少は解消できるのかなとい

う思いでこのように書かせていただきました。 

○森戸座長 生活者ネット。 

○林議員 第１項、第２項は案文でいいと思って

います。 

 第３項、第４項なんですが、確かに矛盾してい

るとは思いますけれども、これまでの議論で、実

際どういう運用をされているかということも説明

をしていただいていますし、議会事務局の方たち

が皆さん市の職員であるということはもう変わり

ようがないので、厳格に第３項を適用させようと

すれば、議会として事務局員の方を募集をして、

応募していただいて、選考してという手続が必要

になってくると思うんですが、それができるとい

う状況には今のところありませんし、以前説明し

ていただいたように、それでもこういう方に来て

いただきたいということをやはり申入れすること

が必要だと思いますので、矛盾していないとは言

えませんが、現状この文章のままでというふうに

考えています。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 ちょっと説明不足で。第１項から

第３項までは「○」です。第４項だけ「×」とい

うことで。すみません。それで、いろいろ考えた

がということなんですけれども。協議するという

言い方がどうなのかというのが一つ疑問としてあ

りました。会派の中では、例えば意見を言うとか

意見を聞くとか、そういう表現もあるかもしれな

いという議論もありました。ただ、どちらにして

も文章上の矛盾を解決できないということで、第

４項は削除すべきというふうに書かせていただき

ました。 

○森戸座長 市民自治。 
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○片山議員 私は基本的に第４項は必要だと思っ

ているんですけれども。今、実態がそうなので。

ただ、百瀬議員が先ほどおっしゃったように、調

布市議会のような形に変えていくことで、第４項

を活かしていくということができるのであれば、

それもちょっと一考すべきかなと思いました。 

 また、どうしても文章的に矛盾としてなかなか

あれなのではないかということであれば、削除す

るのであれば何かしら、第３項までにするとした

ら、第４項についてはある程度解説に入れておく

とか、何かしらどこかに明記することは必要だろ

うと思います。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 第２項に関してはそんなに強い意見

ではないんですけれども、充実強化、充実すると

いうことは満たされたということです。強化とい

うのは、今以上強化するという形になるとすれば、

この条文がある限り強化し続けなくてはいけない

かなという意味があって、強化という言葉は抜い

てもいいのかなというふうに感じただけですが、

それほどこだわっているところではありません。 

 第３項で上位法との関係確かにあるんですけれ

ども、ケース・バイ・ケースで上位法を載せたり、

上位法の一部をちょっと変える、百瀬議員の案の

ような形で、が行われてきていまして、この条文

こそ上位法にあっても改めて載せなければいけな

い項目ではないかなというふうに思っております。 

 あと、第４項、不要とも書いたし、解説に載せ

るということもあったんですが、これを残すとす

れば、市長とあらかじめ協議することができると

いうような、できる規定ぐらいで残しておくと、

より実態に近い形で行えるのかなという気がしま

す。 

○森戸座長 では、残してもいいということです

か。第４項。（「余りこだわってはいない」と呼

ぶ者あり）分かりました。（「第３項は残すのは

こだわっていますよ」と呼ぶ者あり）第３項です

よね。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 第１項から第３項までは現状のまま

でオーケーです。一応書きましたけども、第３項

で書いてあることがやはり重要だと思います。な

ので、これをきっちり残しておくということが重

要というのは補足して説明しておきます。 

 あと、第４項は、そういう意味では削除しても

いいのかなと思っています。書いていること自体

は非常に重要なことが書いているんですけれども、

やはり第３項で職員を任免することを書いている

以上、これをやる上でこの範囲内で協議するとい

うことは分かることですから、更に協議するよう

求めることができるということであるならば、改

めてここに書く必要ないのかなというふうには思

っています。なので、重要なのは第３項であって、

第４項はなくてもいいと思っています。 

○森戸座長 ありがとうございます。第１項、第

２項は残してというか、皆さんオーケーなんです

よね。 

○五十嵐議員 ちょっと斎藤議員の意見を聞いて

思い出しました。第２項なんですけど、役割の充

実強化の言葉なんですが、素案たたき台の方に改

革連合として、充実強化には予算が伴うから適当

でないという意見を申し上げていたのを思い出し

て、こがねい市民会議の案に私も賛成したいと思

います。第２項について。 

○森戸座長 そうか、第２項ですね、まず、では。

「役割を担うための体制を充実させる」。「役割

を担うため、体制を充実強化する」。若干ニュア

ンスが違う。でも、「役割を担うための体制を充

実させる」というのも、「役割を担うため、体制

を充実する」というのも、私は同じように。

（「強化がない」と呼ぶ者あり）「強化」を入れ

ないということですね。五十嵐議員もそういう意

味でということですか。 

○五十嵐議員 そういう意味で言いました。素案
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たたき台の方は充実も強化も予算を伴うというふ

うに改革連合としては言っているんですけれども、

ちょっとここは一歩妥協しまして、充実だけに絞

っていただければと思います。 

○森戸座長 なるほど。いかがでしょうか。 

 これまでどうやって体制を作ってきたかという

お話は、前したんですよね。だから、大体お分か

りいただけるかと思います。 

 どうでしょう。「強化」を取ると。（「意味合

いとしてはどうなるのか。役割を担うための体制

を充実させる」と呼ぶ者あり）充実する。以前の

話をしてもあれかもしれませんが、前は東京都議

長会に事務局を置いて、東京全体の議会のいろい

ろな資料収集ができる体制づくりができないかと

いうことなどが議長会の中で議論されたこともあ

ったんですけど、結局できなかったという経過は

あるんですよね。本来はそういうものもあって、

多摩、23区のいろいろな資料がストックされてい

るということができればいいんですが、東京市町

村自治調査会がよくそういう資料は持ってはいる

んですけどね。そういうことも含めて何か体制を

充実させていくことも必要なのかなとは思うんで

すけど。 

○斎藤議員 当然充実させることが必要で、言い

換えれば、調査活動等を補佐する役割を担うため、

職員を適正に配置するということだと思うんです

ね。「強化」と入りますと、それからまた強化す

る。ある段階からまた強化するという、永遠に続

く修飾語のように聞こえるものですから、適正な

体制を作るということで私はいいのではないかな

と思います。ですから、役割を担うため、職員体

制を適正に配置するというような意味合いで、私

は申し上げているんですけれども。 

 それと、そのほかの議会改革の方ですけれども、

新たな提案があったときには、それは職員の体制

を強化して実現するべきだというような、項目に

よっては職員を強化させて、その項目を達成して

いくということはあるかと思うんですよね。 

○森戸座長 強化というのは、人を増やす場合の

強化もありますし、それから議会事務局職員のそ

れこそスキルアップという強化もあるかなと。今、

議会事務局職員の研修はどうなっているんでしょ

うかね。 

○飯田議会事務局次長 東京都市議会議長会の方

の研修で、調査事務ですとか、議事研究会、ある

いは議会報編集の研修会などもございますし、独

自研修などで予算が付けば、予算の範囲内で研修

に行ってもらうという制度もございます。 

○加藤議会事務局長 ちょっと補足します。事務

局職員につきましては、それに加えて、今、宿泊

の研修で市町村アカデミーの方に、これは研修の

予算は付けていただいておりまして、必ず１名行

って、そこでかなり専門的な研修を受けるという

ことはしております。ちょっと補足です。 

○森戸座長 市町村アカデミー。充実プラス強化、

強化は要らないということなんですが、どうしま

すか。 

○鈴木議員 市長の絶大な権力に対抗してという

んでしょうかね、二元代表制の原則として、議会

も力を付けるべきというのが一つの議会基本条例

策定の原動力になっていると思うんですけど、そ

ういった意味では、確かに人員体制の拡充という

か強化が必要なのでしょうけど、無難な表現にと

どめるなら、調布市の例で言うと「充実及び体制

の整備」としているんですよね。どの辺で歩み寄

りというか、ここで納得できるかという、そうい

う表現の問題なのかなと思っていますので、余り

こだわりを持っていないというか。ただ、「強

化」という言葉ですから、実際表現が強いので、

これを和らげる表現でという斎藤議員の意見にも

賛同できますし、その辺の考え方なのかなと思っ

ています。調布市は、だから、そうです、今、見

てみたら「体制の整備を図るものとします」とし

ているんですよね。これもいい表現だなと思って
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いまして、やはりこういういい表現は取り入れて

いくのもいいのかなと思っています。（「小平市

は『強化』ですよね」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 小平市は「強化」。 

 いかがでしょうか。議員間討議なので。座長と

斎藤議員のやりとりではね。今、鈴木議員からは

「体制の整備を図る」と。「体制の整備」という

とあれかな。いかがでしょうか。多摩市議会は

「議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化す

る」と書いてあるのね。多摩市議会ではないか。

これは栗山町議会、「強化」。多摩市はないんで

すかね。 

○片山議員 事務局に質問なんですけれども、充

実強化というふうになった場合に、例えば事務局

としてはどういうふうな捉え方をするのかなとか、

実際のところはどうなのかなというのをちょっと

お伺いしたいなと思いました。 

○飯田議会事務局次長 先ほども座長の方からお

話がありましたように、人数を増してという強化

もございますし、レベルアップ、例えばこういう

分野の職員を持ってきてというようなことでの強

化、だから、質と量といいますか、そういったこ

とが両方あるのか。質と言っても何ですが、スキ

ルの点と、あと人員の量ですね。という両方があ

るのかなと思っております。ですから、必ずしも

人を増やすというだけではないと。こういうこと

が今、議会で課題になっていて、これを解決する

ためにはこういう方面が強い職員をというような

ことでの強化というのもあるのかなというふうに

思っております。 

○白井議員 ちょっと意見があって、改めて見て

いたんですけども、体制を充実強化、体制となる

とやはり人員を増やす、要するに人員的な強化と

いうイメージがやはり印象が強くなってしまうと

思うんですね。なので、ほかの議会にもあるよう

に、「機能」という言葉に置き換えれば、これを

強化するということは別に必ずしも人を増やすと

いうことにもならないし、時代時代に応じてもう

少し対応すべきことがあったりだとか、強化とい

うのは更に強くすることですから、今できていな

くて、こうあるべきとなったことを担当するとい

うことも含めて、いろんな意味で、それこそ体制

を充実させるということにもつながるのかなと思

っているんですけれども、なので、ごめんなさい、

「体制」ではなくて「機能」という言葉に置き換

えた方が幅を持たせられるのではないかと思うん

ですが。 

○森戸座長 今、白井議員からは「機能」という

言葉がいいのではないかというご意見がありまし

たが、いかがでしょうか。 

○鈴木議員 先ほどはこの第１項、第２項で皆さ

んで一致点を探るための提案の一つとして「整

備」ということで言わせてもらったんですけど、

基本的に、本当はもちろん予算を伴うものなので、

予算の提案権は議会にないということは分かって

いて言うんですけど、やはり事務局の人員体制と

いうのは、私はもう少し増やしてもらって、そう

いう中で、議員の補佐職というのはいないですか

ら、そういう意味で本当は市議会の議会の能力を

高める、議員の様々な補助をしていただくという

体制としては、現状では不足していると私は思っ

ていますので、提案権に踏み込むものではないで

すけど、本来はそういう人材を十分に配置すべき

という考えを持った上で、ただ、第１項、第２項

で一致点を探るという対案で今、「整備」という

いろんな提案をしていますけれども、原則は本来

は事務局体制もっと増やすべきと思っているとい

うことを表明させていただければなと思っていま

す。 

○森戸座長 なるほど。 

 いかがでしょうか。強化も必要な気はするんで

すけどね。それは充実……。私が余り話してはい

けないな。 

○水上議員 文言をどうするかということはある
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んですけども、ただ、今の現状よりも、私は人的

配置や、今の事務局も一生懸命やってくださって

いるんですけども、更にやはりスキルアップもし

ていくということで、そういうことが文言に入る

ような言葉をぜひ選んでもらいたいなと思うんで

す。 

 例えば僕らが議員提案するときの条例案の策定

の支援であるとか、あと、例えば他市に調査をし

ようと思ったときに、議会事務局を通してくれと

よく他市の人から言われるときがあって、議員が

いろんな調査しようと。例えば部局に資料要求と

いうことができない機関の調査活動については、

議会事務局を通じてやっていくしかないわけで、

そういうときの役割であるとか、活用の仕方と言

ったらおかしいんですけども、もっとやはり議会

事務局として果たすべき役割というのは多いので

はないかなと僕は思うんですね。 

 だから、そういうことから考えると、これから

のこととして、一般論として、人的な配置も質的

な問題も含めて充実させていくんだというこちら

の意思が入り込むような言葉をぜひ入れてもらっ

たらなと。単純に何人増やすとかということ、ど

う要求するかという話ではなくて、そういうこと

としてぜひ文言を、一致できるところでうまく盛

り込めたらなと思いますね。 

○森戸座長 今、全体的には充実強化の必要性は

感じていらっしゃると思うんですが、体制という

と人員の問題になるということのご意見があって、

機能というふうにしたらどうかというご意見もい

ただいていますが、いかがでしょうか。 

○小林議員 私は機能の強化でもいいのかなと思

っていまして、それはまだもう少し、漠然とどう

してほしいとか、こうあれば、更に役立つのだろ

うなというのはありますけれども、具体的なそう

いった調査とかもまだできていませんので。どう

していただくべきなのかというね。そういった意

味からすると、もう少し包括的な文言にとどめて

おいた方がいいのではないかというふうに感じて

いますので、「機能の強化を図る」という白井議

員の言われた文言でもいいのかなと思っています。

（「機能の充実ではなくて」と呼ぶ者あり）「機

能の強化」と言いましたよね。（「今のところは、

『体制』の置き換えとしては『機能』」と呼ぶ者

あり） 

○森戸座長 機能。あとは充実強化で。 

 私も議長で訴えられたことがありましたね。そ

れは、市と一体で顧問弁護士にお願いをしたとい

う経過があります。予算流用問題で、議長の手続

に不手際があったということで、小金井市と一緒

に訴えられたことがあったんですね。確かそうで

すよね。それはもう議長の手続には瑕疵はなかっ

たというふうに思っているんですが、独自の議会

としての主張はそのときはやらなくて、もう市に

付随していると。市の方が訴えられてということ

で、確かあれはそういう。予算流用問題だったと

思うんですが。ちょっと違っていたら、申し訳な

いんですが。 

 だから、そういう手続上の問題などの瑕疵があ

ったときに、きちんと法的に応えられる体制など

も含めたものというのは非常に必要だなというふ

うに思いましたね。瑕疵がないかどうかという。

相当議会事務局は、そこの手続は瑕疵がないよう

にかなりやっているんですけど、それ以上に、訴

えられたときの問題だとかを含めて考えると、法

務担当の充実強化。ある意味、今の方々とは別個

にそういう担当がいらっしゃってもいいぐらいの

状況だと思うんですよ。 

 そこと事務局の人たちが協議をしながら条文づ

くり、条例づくりを行うとか。今、少ない人数で、

一生懸命私たちの無理なお願いも聞いていただい

て、補佐的な役割を本当に果たしていただいてい

ると思うんですが。例えばの話でね。今がだめだ

ということではなくて。今はすばらしいんですよ。

それ以上に、政策立案などを強化する上ではそう
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いう体制も必要なのかなと思いますね。 

○五十嵐議員 思いと言葉と現実と、どうまとめ

ようかと悩んでいるんですけど、この調布市議会

の「機能の充実及び体制の整備を図る」というこ

の言葉をお借りすると言ったら変ですけど、なか

なかまとまっているなと思って、参考にできない

かと思ったんですが、皆様のご意見いかがでしょ

うか。 

○斎藤議員 私が言って、先にはしごをおろすわ

けにいかなかったので、五十嵐議員がそうおっし

ゃっていただけるなら、私もそういう形でいいと

思います。余り最終地点にそれほどこだわってお

りません。 

○森戸座長 今、五十嵐議員の方からは調布市議

会でどうかと。だから、機能というのを、白井議

員のも入るし。（「賛成です」と呼ぶ者あり）折

衷案で。調布市議会の「その他機能の充実及び体

制の整備を図る」と。「機能の充実と体制の整備

を図る」と。（「『役割を担うため』の後ね」と

呼ぶ者あり）「ため」で切ったらだめなんですか。

いいんですよね。「担うため、機能の充実及び体

制の整備を図る」でいかがでしょうか。いいです

か。こだわらない。では、これは今ので了としま

す。 

 次、３番と４番、問題はここですね。第３項は

あった方がいいというのはほとんどなんですが、

自民党は第３項は必要ないのではないかと。 

○中山議員 では、ここは固執していてもまとま

らないので、第４項を削除するのだったら、第３

項はいいですよ。 

○森戸座長 ということですね。第４項削除であ

れば第３項は残すと。まあ、やむを得ないねと。

公明党も第４項のみ削除する方法もある。（「そ

うそう、そうそう」と呼ぶ者あり）ほとんどはあ

れですよ。共産党、公明党、民主党、みんなの党、

生活者ネットワーク、市民自治こがねい、改革連

合。（「第４項のみ削除」と呼ぶ者あり）第４項

のみ削除。斎藤議員も第４項不要でしたか。

（「そうです」と呼ぶ者あり）実務については解

説に載せるということですね。だから、第４項削

除が１、２、３、４、５。やむを得ないと考えて

いる方もいらっしゃるんですよね。 

○鈴木議員 もちろん議会には任免権はないので。

人事権は市長の専権なんですよね。なので、議会

にはないんですけど、しかし、現状、議会の一定

数の賛同がなければうまく議会運営ができない。

議会の関与は残しておきたい気持ちがあるんです

よ。やはりここはね。矛盾は感じつつ、議会の関

与をここで外してしまったときにどうかという懸

念は感じているという思いです。 

○片山議員 ただ、私は第４項あった方がいいと

いうか、第４項をそのまま残しておくか、あるい

はほかの文言で何か解説に入れるかというのは必

要だと思っているんですが、それがなくて第３項

だけという方が、今、鈴木議員がおっしゃった任

免権がないのではなくて、任免権があるわけです

よね。任免権がありますということを強調した表

現なんですよ、第３項だけということは。だから、

第４項のことをどこにも載せないということであ

れば、議会事務局の職員は議会がきっちりと探し

てくるというか、そうやって任免するということ

を強調するということで、そこだけで決着すると

いうことになるわけなので。それでいいのであれ

ば、私は、非常に理想的というか、それでいいと

思うんですよ。で、よろしいんですかね。 

 それか、私は、実態がもしそういった何らか少

し載せておいた方がいいと。実態がこうであると

いうことを踏まえて少し書いておいた方がいいの

ではないかということを言っているわけなんです。

それが、第４項として残すか、あるいは少し解説

のようなところで載せるかということは検討とい

うことになるというふうに思っております。 

○森戸座長 第４項を削除して、逐条解説で。実

態的には議会からも言っているわけですよね。こ
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ういうことに強い人を欲しいとかということも言

っているわけだから、あってもいいのではないか

と思うんですけれども。逐条解説だとか。条文に

載せるのが問題があるということであれば。どう

ですか。削除して。（「第４項は削除して」と呼

ぶ者あり）逐条解説には何らかの文言を載せると。

（「決まり」と呼ぶ者あり）決まり。どうでしょ

うか。いいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○林議員 すみません、第４項を消して逐条解説

に載せるということで皆さんが一致であれば、そ

れも致し方ないかなとは思うんですけど、一方で

逐条解説はできるだけシンプルにすっきりととい

うような要望もあるというふうに聞いていますが、

そういう実態を入れるとどうしても逐条解説は長

くなりますけれども、その辺は了解していただく

ということでいいのでしょうか。ちょっとそこだ

け、すみません、確認させてください。 

○森戸座長 全体が一致して逐条解説に載せよう

というものを削除するわけにいかないので、長く

なってもやむを得ないと。余り長いとあれだけど。

でも、長くてもいいよね。違うか。 

○鈴木議員 今の林議員の意見ももっともだなと

思うんです。削除してしまう。もちろん最終的な

人事権というのは市長にあるわけですよね。ただ

し、協議を求めるという、こちらから申し入れる

ことはそれほど矛盾がないのかなと思うんですよ。

協議した上で決めてほしいということでしょう。

なので。協議できるように明言化しておいた方が

いいという思いです。という考えなんですよね。 

○森戸座長 林議員は、条例に残しておいた方が

いいと。逐条解説が余り長くなる。 

○林議員 本来は条文として残しておいた方がい

いとは思っていますが、それで一致できないとい

うことであれば、しかも逐条解説に載せてもいい

ということであれば、それも一案かなとは思いま

す。 

○森戸座長 鈴木議員は、載せておいても問題が

ないではないかということですね。 

○白井議員 さっきもちょっと言いましたけれど

も、やはり第３項と第４項、これ並立して書いて

あると矛盾だと思うんですよね。なぜかというと、

「議長は任免する」と書いているのに対して、下

で第４項で「あらかじめ協議するよう求めること

ができる」と。どちらが強いんだという話ですよ

ね。そこはやはり大きな矛盾だと思うんですよ。

だから、さっきも言ったように、第３項をきっち

りここで規定するのであれば、それをやるために

は協議することは、言うまでもない現実だと思う

んですよね。だから、僕は逐条解説で現実を踏ま

えて書くことはオーケーだと思いますので、第３

項を残して、第４項を削除して、逐条解説で現実

的なことをやはり補足するというのが、知らない

人が見ても分かりやすい条文になると思います。 

○片山議員 もう一回、白井議員、それをもう少

し詳しく逐条解説に書けるように、どういう文言

がいいかというのを、もうちょっと言っていただ

けるとありがたいなと思います。第４項を削除す

る場合に、やはり説明がどういうふうにあって、

逐条解説に載せたらいいかという提案を少しここ

で上げておいてもらった方がいいなと思っていま

す。 

○森戸座長 それで、これ協議するよう求めるこ

とができるというのは、私たちの方が下なんだよ

ね。だから、市長と協議するものとするというふ

うにしないとね。協議することができる。何かそ

ういうふうにしないと対等平等にならない。 

○五十嵐議員 すみません、「協議」という言葉

もちょっと気になっているんですよ。どちらが上

にしろね。それで、事前に意見を言うとか、意見

を述べるとか、どちらかが決めるもので、それに

対して意見を述べるとかというのだったら意見を

述べるという言い方なんだけれども、そもそもが

実態と法律がちょっと矛盾しているから、言いに
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くいんですけど。どちらにしても、逐条で解説す

るのはいいんですけど、協議をするという言い方

がちょっと気になることは気になるんですよね。

意見を述べるとか、要は言いたいことを事前に言

う、主張するということを述べていくのはいいん

だけど、言葉として「協議をする」という言い方

がちょっと気になっていて、そこについても、で

きれば１班で話し合う前に皆さんのご意見を聞い

ておきたいと思うんですけど。 

○森戸座長 意見を述べるというと、何かこっち

には主体性がない形ですよね。調整するとか何か。

で、協議するよう求めることができるというのも、

お伺いを立てるような感じでね。そこの文言です

ね。（「意見交換」と呼ぶ者あり）「意見交換す

る」ですか。（「任免権は議長にあるんだな」と

呼ぶ者あり）任免権が議長にあって、議長は……。

（「条文をやっているんですか」と呼ぶ者あり）

今、条文なんですけど、条文の問題点もあるし、

同時に逐条解説にしたときに、このままでは難し

いねという話ですよね。表現がね。（「削除する

方向で調整するための」と呼ぶ者あり）そうです

ね。ただ、削除するかどうかもちょっと議論が分

かれていますので、そこは調整する必要があると

思うんですよね。もしかしたら、文言を変えれば

削除しなくてもいいかもしれない。そんなことは

ないですか。（「そんなことはないって」と呼ぶ

者あり）では、削除しない方がいいという会派も

まだいらっしゃるようなので、まず、ちょっと削

除するかどうかの議論だけ、先にしたいと思いま

す。削除して、逐条解説に載せるというところま

でですよね。どうかと。 

 自民党。 

○中山議員 これ会派で議論したときもそうだっ

たんですけど、余り矛盾したことを条文でうたっ

てしまうと、思いは分かるんですけど、対外的に

も、ここの市議会は何を考えているのかというこ

とになってもいけないので、矛盾のないような文

章だったらいいんですけれども、なかなか難しい

ではないですか。だから、そういう意味でいうと、

自民党としては結論としては削除の方向で出たん

ですね。不適切なところがあれば削除をしてくだ

さい。 

○片山議員 調布市議会のことについてお聞きし

たいなと思ったんですけど、先ほど、百瀬議員か

らの提案のところに書いてあったわけなんですが、

「任免権を行使するものとする」とした後に「調

布市議会第３項には協議ということが書いてあ

る」と。これは、こうすると矛盾がないというこ

とになるのでしょうか。 

○森戸座長 そこは、「任免権を行使する」とい

う言い方がちょっとなかなか……。 

 休憩します。 

午後２時04分休憩 

                  

午後２時10分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 百瀬議員からのご意見も頂いていますが、先ほ

ど休憩中にお話があったとおりであります。 

○百瀬議員 私の場合は、この４項を残すために

３項を何となくいじって、うまい具合におさまら

ないかなということで、こういう提案だったんで

すが、実際、地方自治法でこれが、任命するとい

うことが確定されているんでしたら、３項はこう

いう表現にして、４項は削除するのがいいのかな

ということになりました。 

○水上議員 うちも大勢に従います。４項は残し

ておいた方がいいとは思いますが、全体削除とい

う方向なので、削除して逐条解説に載せるという

ことでいいんじゃないかと思います。 

○森戸座長 今、共産党、みんなの党からそうい

うご意見を頂きましたが、民主党、生活者ネット、

市民自治こがねい、いかがでしょうか。 

○片山議員 ３項がもちろん、このまま実態とい

うか、このように来て、そういうことは私は問題
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ないというか、この方がいいとは思っているんで

すけれども、ただ、４項を削除するに当たっての、

何かしら解説に少し載せておいた方がいいと思っ

ているんですが、その場合に、実態というか、今、

どのような形で運営されているかということをき

ちんと書いてもいい、逐条に記してもいいという

ような確認をとっておきたいなと思っております。 

 だから、このように定められているけれども、

こういった形での職員の採用があり、このように

市長と協議している場があるとか、何かそういっ

た形のことを逐条解説に記してもいいかどうかと

いう確認がとれるのであればよろしいのではない

かなと思っています。 

○林議員 すみません、私は逆に、今の議論を伺

っていて、３項の方が実態には合っていないので、

４項は残すべきなのではないかという気持ちが実

は強くなっているんですけれども、３項と４項の

順番を入れ替えるとかそういうことで実態に合わ

せることができるのであれば、そのようにするべ

きかなという気持ちもしていますが、大勢はどう

もそうではないので、すみません、少しだけ保留

にしていただいて、３時休憩がありますよね、そ

のときにちょっと会派で相談をさせてください。

結論はそこで、申し訳ありません。 

○森戸座長 民主党、いかがですか。 

○鈴木議員 ３項で任命すると言い切っています

ので、補足説明的に、この市長と協議するという

表現を逐条等で残していただければ、削除は可能

だと考えています。片山議員の考えに一番近いか

なと思っています。 

○森戸座長 では、ちょっと生活者ネットが保留

なんですが、ただ、片山議員がおっしゃった、市

長との協議の場があるというのは、ちょっと、そ

れはそうならないかなと。そうなると、市長に確

認を取らなきゃいけない。 

 ちょっと休憩します。 

午後２時15分休憩 

                  

午後２時31分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 休憩中にいろいろなご意見を頂きました。生活

者ネットからは、３時休憩で相談をしたいという

ことですので、これは保留にいたします。よろし

いですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、保留といたします。 

 次に、ナンバー42、議会図書室であります。第

18条については、これは、情報公開コーナー等と

の連携を図るということで、現在、行政資料室は

ないそうで、法務資料室となっているようであり

ます。 

 正副座長としては、現状の法務資料室というよ

りも、情報公開コーナーとした方がいいのではな

いかということで、情報公開コーナーとの連携を

図るという文言にさせていただきました。これに

ついては皆さんからご意見を頂かないんですが、

ほとんど皆さん了としていただいたかなと思って

います。ただ、民主党から、２項については行政

資料室と議会図書室を統合し、議会図書室・行政

資料室とすることを提案すると。で、情報公開コ

ーナーとの連携が適当かは、皆さんのご意見を頂

きたいですと。ただし、この問題については、市

民の立場に立った上で議論・検討し、議会図書室

の在り方を検討すべきと考えていますというご意

見を頂いています。 

 市民会議からは、第１項があれば、第２項も包

含できるのではないかというご意見、小金井をお

もしろくする会からは、第２項について、「市が

設置する情報公開コーナー等との連携を図るもの

とする」は非常に分かりづらいので、「連携を図

り、議会図書が市民に広く活用されることを目指

すものとする」に変更してはどうかというご意見

を頂いております。 

 それで、一つは、これは情報公開コーナー等と
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の連携を図るというのは、前回も申し上げたかと

は思うんですが、新しい庁舎が建設されたときに、

議会図書室と小金井市が設置する情報公開コーナ

ーや行政資料室などと同じ階にあって行き来がで

きるようにしたらどうかという、そういう流れの

中でこういう文言になったということがあります。

ただ、やはり、連携という言葉については、若干、

違和感があるかなということもあって、連携とは

何ぞやと言ったときに、ちょっとなかなか説明が

つかないかなというのもありまして、正副座長で、

すみません、もう一回議論させていただいて、情

報公開コーナーとの協力を求めるものとすると。

協力を求めると。市長部局と議会事務局ですから、

連携というのはなかなかとりづらい部分があるの

ではないかということで、そういう表現にしたら

どうかということを改めて提案させていただきま

す。 

 民主党の行政資料室というのは、行政資料室と

は、今、もう言わないそうなので、法務資料室と

いうことになります。これは、統合するというの

は、なかなか、議会事務局関係と小金井市関係、

市長部局関係を統合するのは難しいのではないか

なということであります。 

 それから、小金井をおもしろくする会の、議会

図書が市民に広く活用されることを目指すものと

するという点については、ちょっと、事務局の方

で言っていただいたらいいかなと。（「議会図書

室ですね」と呼ぶ者あり）ええ、市民に広くとい

うところですね。 

○飯田議会事務局次長 それでは、この例規集の

229ページの議会図書室の管理規定というところ

をご覧いただきたいと思います。それで、こちら

の第２条のところに、あくまで、この図書室とい

うのが市議会議員の調査研究に資するとともに、

議員の利用に支障のない限り、市職員及び一般に

利用させることができるということで、第一は、

その議員の利用のためということで、二次的に、

支障がない範囲内で市職員及び一般に利用させる

ことができるとなっております。 

 それから、第６条のところですけれども、局長

の許可を得た議員及び職員は、貸し出しを受ける

ことができるとなってございますが、一般の市民

の方については貸し出しはしていないところでご

ざいますので、そこのところは、ちょっとご理解

いただきたいと思います。 

○森戸座長 ということでありますので、この辺

りをどうするかということになるかと思います。 

○斎藤議員 今の形で議会図書室が何のためにあ

るのか、また、法務資料室というものが、どうい

うものがあるのかということで、そちらも市民が、

いわゆる行政資料室関係で言うと、市民の人の利

用、また、職員の皆さんが使うという形で、実際、

今度、市役所をどういう形にするかまだ分かりま

せんけれども、通常の市役所のつくりだと、議会

棟と市役所と分かれている状況の中で、それぞれ

のそういった図書室、資料室の連携といっても、

物理的に近いところにあるということは、まずな

いんですね。議員が使う、職員が使うということ

であれば、議場の近くに、事務局の近くにあるだ

ろうし、いわゆる行政資料で一般市民が使うとい

うことであれば、低層階のオープンになっている

ところが、現実的に多いわけですね。それを物理

的の連携というのはなかなかできないわけで、そ

の中で、ソフト的な連携というのは何ができるの

かと言いますと、実は、私、あまりイメージがで

きていないので、そういうことも含めて、ただ、

議会図書室自体を一般の人が使われるということ

には、全く問題がないと思っていますから、この

第18条の中で、その充実に努めるという状況の中

で、それを包含させて、条例としてはそれでいい

んじゃないかと。そして、実態的に使えることが

あれば、議会側としても了承した上で、市民の皆

さんに使っていただく連携というのを図っていけ

ばいいのではないかと思っていて、この条文を作
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る上で言えば、第１項があれば十分ではないかな

と思います。 

○森戸座長 斎藤議員からは、第２項がなくても、

第１項に包含できるのではないかということであ

ります。 

 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 

 行政資料室にある資料というのは何でしょうね。

この２階なんですよね、法務資料室はね。あまり、

何か資料があるというほどでもないかなと。 

○片山議員 質問なんですけど、実態として、今、

議会図書室にあるものというのが、ここだけしか

ないというものが結構多いのか、ほかの情報公開

コーナーとか、図書館とか、そういったところで

もうカバーできているものばかりなのかどうかと

いう、その辺の確認だけお願いします。 

○飯田議会事務局次長 情報公開コーナーの図書

でございますけれども、市政資料という形で分類

されているようでございますが、市が発行する刊

行物、あと、市の事務事業の執行に関し作成する

各種調査書、統計表、名簿その他記録表、あるい

は国、東京都、その他地方公共団体及び民間団体

等から市が送付を受けた刊行物等、あと、市政運

営の参考に供する図書及び逐次刊行物というよう

なことでございまして、どちらかというと、統計、

調査ものとか、あるいは各部署が発行した冊子類

は必ず情報公開コーナーに置くというような形に

なっておりますので、必ず、そういったものはあ

ると。ただ、議会図書室に関しては、議会運営に

関する図書と、あと、その他、参考資料というこ

とでございますので、情報公開コーナーとはちょ

っと違うものもあるという形かと思います。 

○片山議員 例えば、この間、武蔵小金井第２地

区の再開発の図書なんかがありましたよね。ああ

いったものは、情報公開コーナーにはなかったと

いうことなんですよね。議会図書室だけだったと

いうことでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 ちょっと、そこまで確認

はしておりませんけれども、各種審議会の会議録

ですとか資料などは必ず置いておりますので、第

２地区関係の都市計画審議会関係の資料というこ

とでは置いてあるのかなと思います。 

○片山議員 とにかく、議会図書室に行かないと、

議会で議論されているものが分からないというこ

と、情報公開コーナーだけでは分からないという

ことがあるのであれば、議会図書室の活用をきち

んとうたっておいて、条例で規定した方がいいな

と、私は思っているんですね。ですので、連携が

どのようなのかをよく確認しながら、条文に定め

ていくべきではないかと思っています。 

○加藤議会事務局長 図書室の関係で言いますと、

基本的には、先ほど次長の方からちょっと紹介さ

せていただいた、この本の229ページの第２条の

ところを見ていただくと、（１）から（６）まで、

いわゆる官報うんぬんとか、他都市から送付を受

けた図書とかというものは、一応、ここに載って

いるものは、基本的には図書室には置いてあると。

（６）の、前各号のほか必要と認められる図書と

いうのは、図書室に入っていただきますと、いろ

いろな、例えば環境分野とか、何とか分野という

ことで、冊数はそんなにないんですけれども、単

行本とかも含めてそれぞれ本が並んでいると思う

んですけれども、そういうものを基本的に揃えて

おります。 

 ですので、基本的には、ここに書いてあるもの

について、部局の方から各種の審議会とか、そう

いうところの部分で送付されてくるものについて

は、基本的には全て並べておりますので、という

ことは、情報公開コーナー、物理的な差はありま

すけれども、基本的に、ここに列挙されているも

のは置いてあるというのと、審議会の会議録であ

るとか、そういうものについては、基本的には置

いてあるとご理解していただければよろしいと思

います。 

 あと、例えば、ここの２階にある行政資料室な
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んかですと、かなり分厚い、いわゆる事務提要と

か事務要覧とか、その類のものが、かなり、下は

充実しているんですが、議会図書室にも当然、そ

の部分についてはあるんですけれども、そういっ

た部分のところが、もしかしたら下よりも若干、

議会図書室の方が、ある冊数からするとちょっと

少なくなるかもしれませんけれども、基本的には、

ここに列挙されているものは、図書室の管理規定

に定めがありますので、この中の部分については

図書室にはあるという形で、ご理解をいただけれ

ばと思います。 

○五十嵐議員 あまりよく読まないで「○」をつ

けたような気が自分ではするんですけれども、情

報公開コーナー等という部分を正副座長で調整し

て変えていただいたということで、ちょっと、そ

この部分をあまり詳しく読んでいなくて、すみま

せん。 

 ２階の行政資料室のことがちょっと頭にあった

ので、連携というのは、近いから何らかできるの

かなと思っていたんですが、いろいろ説明を改め

て聞いてみますと、今、第二庁舎にある情報公開

コーナー等との連携というのは、どうやって連携

するのかなとちょっと考えてみまして、なかなか、

それぞれの目的等考えてみても、場所的に離れて

いることを考えてみても、難しいのかなと、正直

言って、ここに来て思いました。 

 そういう意味では、先ほど斎藤議員が言ったよ

うに、第１項だけでもいいのかなという感じがし

ております。もう少し実態が進んで、いろいろ市

民が利用するコーナーとの連携が図れるような状

況になってから付け加えてもいいのかなという気

もしますので、現段階で、この第２項がなくても

いいかなと、話を聞いていて思いました。 

○森戸座長 例えば、こうこう、こういう資料が

欲しいということを事務局に相談しますよね。そ

うすると、事務局はどうしますか。例えば、26市

の待機児童が分かるという、これは調べれば、保

育関係に行けば分かるわけですよね。学問的に、

地球温暖化問題の論文が必要なんだけど、それは

どうしたらいいかという、例えばね、そういう投

げ掛けをしてもいいわけですよね。してもらって

は困る。（不規則発言あり）はい、どうぞ、答え

てください。 

○飯田議会事務局次長 やはり、大体、包括的に

こういうような分野というのは、なかなか探しに

くいところはあるんですが、調査事務の方ででき

る限りの本、書籍の調査などはさせていただいて

おります。 

 ただ、具体的に書籍名を挙げていただければ、

探すのも探しやすいというところではございます

が、できる限りの調査事務をしておりますし、も

し分からなければ、その関係部署に問い合わせる

ということもあり得るかなと思っております。 

○森戸座長 議会事務局の皆さんの庶務調査係に

対する所管事務というか、どこまで私たちが議会

事務局の皆さんを頼ることができるのかという辺

りだと思うんですね。 

 議会事務局の庶務規定が215ページにあって、

この中で、法制及び議案の調査研究に関すること、

議会に関する調査及び各種資料の収集・整理に関

すること、調査統計資料の発行に関することなど

が調査係としての事務分掌としてあるわけです。 

 もしかしたら、私たちがこれを活用し切れてい

ないと言ったらおかしいんですが、こういうとこ

ろのスキルも私たちがアップしながら、政策立案

能力を高めるということが必要だと思うんですが、

そうなったときに、では、議会事務局はどこを頼

るのかということになると、担当部局もしくは図

書館、こういうところになるんですか。そういう

ところの、庶務調査係としての日常的な業務とし

て、どうですか、そこを私たち24人がわっと行き

始めたら、それは大変なことになってしまう。

（不規則発言あり）人が足りない。 

 いつも言われるんですけれども、私たちには秘
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書がいないから。 

○五十嵐議員 あるべき姿と現実とをどう整理す

るかということも考えなければいけないと思うん

ですけれども、委員会でいろいろ、必要と思うも

のに関しては担当の方がいらっしゃると思うので、

それなりに動いたり、市長部局に直接、委員会と

して請求したりとかあるわけですけれども、個別

に議会事務局の職員にお願いするよりは、まずは、

自ら調査権を持っているわけですから、政務活動

費もありますし、その範囲の中で、それぞれ、私

たちがやらなければいけないのではないかと、現

実的にはそういうことではないかと思うんですけ

どね。 

○森戸座長 そうですね。 

 私たちには、個別に調査権というのは与えられ

ていないんですね。議会に、委員会に調査権が与

えられていて、だから、議員には調査権がなくて、

（不規則発言あり）個別にはないんです。 

 だから、会派として何か調査をお願いするとか

いうことはあると思うんですけどね。 

 なぜ、そういう話をしたかというと、情報公開

コーナーとの連携というか、協力関係とか作らな

くてもいいのかどうか。今、小金井市の市政資料

はかなり、議会事務局にありますよね。ただ、先

例集とか判例集なんていうのは使ったことがない

ですよね。あそこにわっと並んでいますけど。判

例集、なかったですか、ありますよね。（「50冊

ぐらい並んでる、あれ」と呼ぶ者あり）そうそう。

前は都議会の条例も使っていたんですけれども、

今、ホームページで調べられるというのはありま

すけどね。判例集はなかなか使いこなせていない

ところがありますね。 

 すみません、今、五十嵐議員と斎藤議員からは、

第２項を削除したらどうかと。第１項に包含され

るのではないかと。 

○五十嵐議員 もう一つ。情報公開コーナーとい

うのは、私たちが一個人としても、一市民として

も利用できる場所でもあると思うんですね。そこ

はまず前提として。 

○鈴木議員 という、今の五十嵐議員の意見を受

け止めた上で、性格が違う、役割が違うというこ

とであれば、この第１項だけでもいいのではない

かと考えています。 

○片山議員 私は、議会が使うというか、議会の

資料を、例えば、委員会とかいろいろなところで

請求した資料とか、そういったものなんかについ

て、これは情報公開コーナーに置いてあったりし

ますか、図書館とか。今、委員会の資料をちょっ

と見せてほしいというときは、事務局に行って見

せてもらったりしているわけなんですけれども、

少し前のものとか、そういったストックについて、

図書室に置いてあったり、あと、ほかのところに

もし、行っているようなことがあるのかどうか。

どちらかというと、議会の情報をその情報公開コ

ーナーとか図書館とかに知らせていくというんで

すか、議会の情報を知らせていきながら、市民に

もちゃんと分かるようにしていくというか、そう

いった役割を議会図書室が担っていくのかなと私

は思っていたので、それで、第２項はそういった

解釈をしているわけなんですけれども、ちょっと、

今の実態だけ確認できればと思います。 

○飯田議会事務局次長 情報公開コーナーに置い

ている委員会関係の資料でございますが、今のと

ころ会議録のみで、委員会資料というものは置い

てはございません。議会図書室には当然、置いて

ございますけれども、一般市民の方もご利用でき

るということで、議会図書室にお見えになれば見

ることはできるという形になっております。 

○森戸座長 どういたしましょうか。そろそろ３

時になりましたので、ちょっと休憩して、皆さん、

もう一度検討するということでいかがでしょうか。 

 では、休憩します。 

午後２時57分休憩 
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午後３時20分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、ナンバー42、議会図書室、

第18条の協議を進めてまいります。 

 全体はよしとしていただいておりまして、でき

れば、第２項も残す形で行ければいいのかなと思

っておりまして、ただ、先ほども申し上げたんで

すが、ちょっと、連携という言葉がどうしても違

和感がある部分がありまして、協力を求めること

ができる、ものとするという定義にさせていただ

いて、市長部局と、ここは協議しなければいけな

いので、市長部局から、「ものとする」と言われ

ると困るとか言われたら、また協議するとさせて

いただければありがたいと思っているんですが、

いかがでしょうか。 

○五十嵐議員 それで結構です。 

 それで、協力にしても連携にしても、具体的に

どういう連携、どういう協力が可能なのかという

ところも、ちょっと協議してみていただけるとあ

りがたいと思います。 

○森戸座長 協議するということ、市の方とね。 

○五十嵐議員 持ち帰って市の方と、市長部局と。 

○森戸座長 市長部局と。 

○五十嵐議員 と思いますので、お願いいたしま

す。 

○森戸座長 分かりました。それは、事務局の方

で調整することになると思うので、こちらが求め

ているものをもう少し具体的に出した上でという

ことになりますよね。漠然と協力と言われても向

こうも困ると思うので。（不規則発言あり）そう

ですよね、主に資料の貸し出しですよね。 

 例えば、図書館だってあるわけですよね。議会

として、委員会として団体貸し出しで環境問題の

こうこう、こういう本について、ちょっと10冊ぐ

らい揃えてくれないかということもあるわけです

ね。今、図書館がやっている団体貸し出しは小学

校とか学級文庫とか、そういうことなんですけど、

もっと、それは幅を広げてもいいのではないかと

私は思っています。 

○五十嵐議員 その場合、議会図書室にあるもの

も、同じように貸し出すということになるのかど

うなのか。 

○飯田議会事務局次長 先ほどもちょっとご説明

しましたように、あくまで議員の調査・研究が主

ということなので、こちらから貸し出すというこ

とにはならないと思います。また、なおかつ、先

ほど申し上げましたが、第６条の方で、議員と職

員のみという形になりますので、例えば市民の利

用者さんが議会図書室にある本をということには

ならないという形になるかと思います。 

○五十嵐議員 それならいいんです。ただ、一方

的にこちらは貸さないけどそちらは貸してという

ことも、ちょっと、相手にどう取られるかという

こともありますので、こちらの立場を踏まえた上

で、相手にちょっと確認していただいてというこ

とにしていただければと思います。 

○森戸座長 それで、白井議員の方からは、市民

に広く活用されるということがあるんですが、先

ほどの図書室の規定でいきたいと思うんですが、

よろしいでしょうか。いいですね。 

 では、ここは、第２項の文言を、情報公開コー

ナー等に対し協力を求めるものとするということ

でよろしいでしょうか。 

○片山議員 すみません、元に戻ってしまってあ

れなんですが、市民一般ということについては、

この議会図書室は利用できないということになる

んですか。（不規則発言あり）貸し出しですよね、

利用はできるんですよね。見ることはできるんで

すよね、この管理規程のところで、第２条に書い

てあるとおりということでよろしいでしょうか。 

○加藤議会事務局長 図書館につきましては、今、

議員がおっしゃっていただいたように、図書室の

管理規定によって、これは、議員の利用に支障の

ない限りという形では書いてありますが、市職員
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及び一般に利用させることができるという形で規

定しておりますので、一般市民の方が利用すると

いうことはできるということになっております。 

○斎藤議員 特別大きな説明ではないんですが、

財政事情というと、何か懐事情みたいなあれなん

で、財政改革の視点と言った方がよりそれらしい

かなと思います。 

○白井議員 改めてご提案があった中でも、財政

事情という言葉にしたいというのは、要するに、

市が非常に困窮するとして、今以上に、よりもっ

と財布の中にお金がないという中においては、議

会としても、そこに対する考え方を持たないとい

けないだろうという意味を持っての財政事情とい

うことでよろしいんですか。 

○百瀬議員 今、白井議員がおっしゃった、困窮

している状況のときのためということなんですが、

逆の場合、例えば豊かになった場合も、それに合

わせてということでよろしいんですか。（不規則

発言あり）まあ、そういうこともあるのかどうか

ということなんですけど。 

○森戸座長 休憩いたします。 

午後３時30分休憩 

                  

午後３時32分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 ということで、経済状況に応じた報酬にもなっ

ていくということだと思います。財政事情ももち

ろんあるということですね。 

 財政改革というと、常に財政改革を議会がやる

ということは当然のことなんですけど、ちょっと、

言葉上不一致になる可能性があるので。 

○白井議員 私も座長と同意見でして、財政改革

というと、市の財政改革の中に議会の報酬の話を

入れるのは、私は間違いだと思っていまして、基

本的には議会、議員のあるべき姿としての報酬額

が幾らかというのを審議を通してやるべきだと思

うんですね。 

 ただ、その財政事情ということでいくと、要す

るに出すものと懐事情ということを加味してとい

うことになりますので、いいかなと思っているん

ですが、やはり、ちょっと財政事情という言葉が

こういう条文に入るということに対する、何とな

くの違和感もありまして、もう取ってしまっては

どうかと思うんです。 

 後ろの、市政の現状及び課題ということは、例

えば財政事情なんかも含まれるという解釈でいく

と、あえてこの財政事情、財政のことだけを書か

なくてもいいのかなと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○小林議員 白井議員と基本的には同じなんです

けれども、市政と財政の現状及び課題を考慮する

という流れでいいのかなと。一応、市政と財政と

いうのは一緒に並べられることもあるので、それ

でもいいのかなと思いますけれども。 

○森戸座長 今、財政事情という言葉を取ったら

どうかというご意見を頂きました。いかがでしょ

うか。 

 まあ、取ってもいいですかね。あるとね。いい

ですよね。 

○鈴木議員 今の財政事情のところの提案、私は

それでいいのかなと思っているんですが、その後

の、市民の意見を聴取というのは、これはどうい

った想定で書いているんですかね。 

○森戸座長 これは、公聴会もあるし、参考人も

あるし、アンケートもあるし、それから、皆さん

が町場に出ていって聞いたのも市民の意見だと思

うので、あらゆるものであると。 

○鈴木議員 丁寧にやるということですかね。分

かりました。 

○森戸座長 では、財政事情という言葉を取って

よろしいですね。第20条第２項、財政事情を取り

ます。 

 では、これはよろしいですか。次に行きます。 

 いよいよ最終盤です。ナンバー44、第７章、本



－ 38 － 

条例の位置付け、第21条であります。 

 ここは、いろいろ意見があるので、では、自民

党からお願いいたします。 

○中山議員 自民党では、最終的には合意が、今

の段階ではできていないんですけれども、上位法

との関係を考えますと、議会における最高規範を

前文と条文の中で明文化するよりも、前文で明記

していれば市民に誤解を与えることはなくなるの

ではないかと考えまして、あえて条文の中に入れ

るのではなく、前文の中に位置付けを明確にする

ことで、より、この議会基本条例の位置付けを冒

頭はっきりさせて、細部は条文で説明をするとい

う形がいいのではないかというところでまとまり

ました。 

○森戸座長 共産党は。 

○水上議員 共産党はこれで「○」ということで、

条文の中に、やはり、最高法規という言葉を位置

付けた方がいいと思います。 

○宮下議員 すみません、公明党は一応、ここに

書いてあるとおりですが、市の条例としては、他

の条例と同列だが、議会においては最高の規範性

を持つものと、議会における最高規範という認識

が重要だろうと。これであれば、上位法との整合

性を特にうたう必要はないと。条例における条文

の位置は特にこだわらず、適切なところに１か所

入れるということで、前文の記載はカウントしな

いとも書いたんですけれども、前文にきちんと入

っていて条文にないというのもいいかなと。それ

で、どうしても条文に入れろというのであれば、

それはそれでもいいかなと、そのような意味合い

で、一応、書いてあります。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 ここに書かせていただいたとおりで、

第１項については了解です。これでいいのかなと

考えています。 

 第２項について、ここに書いたとおりなんです

けれども、条例に反してはならないと強い表現で

書いてあるんですね。思いはそうなんですが、調

布市のような工夫、趣旨を尊重し、この条例との

整合を図らなければなりませんという表現にして

いるんですね。こういう工夫も検討してもいいの

かなという考えです。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 基本的にはオーケーなんですが、前

文の方に、議会における最高規範というようなも

のが入るのならば、条文にはもう少し柔らかい書

き方というか、議会運営における規範的事項を定

める、これは流山市と同じなんですが、そのよう

にした方が市民には分かりやすいのかなと思いま

す。 

○森戸座長 生活者ネット。 

○林議員 恐らく、第１条でも同じことを議論し

て、第１条は、第１班に送ったのが、全体との整

合性の中でもう一度というようにお返ししている

のではないかと思うんですが、第１条とこの第21

条の第１項は重なっていると思うので、私たちは、

この第１項は削除して、第２項だけでいいのでは

ないかと考えています。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 最高規範という言葉をこの条文に

持ってくるのがいいのかどうなのか、ちょっと気

になることなので、むしろ前文に一言載せておい

て、条文には調布市の例ですとか流山市の例です

とか、この辺の表現でいいのかなと考えたもので

すから、全体のバランスを見て考えたいというこ

とで言わせていただきました。 

○森戸座長 市民自治こがねい。 

○片山議員 私は、前文にも条文にも最高規範と

いう言葉をうたっておくべきではないかと考えて

います。位置については、どこにするかというの

はもう一度検討が必要かなとは思っていますけれ

ども、これは、是非とも載せておいてもらいたい

なと思っているところです。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 
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○斎藤議員 位置付けは前文のほかに、もう少し

前のところで規定すべきではないかと思っており

ますけれども、これも強くはございません、どこ

かにあればいいと思います。 

 それと、第２項の、ほかの条例に対して、議会

基本条例が優先するんだよという条項も、これは

残した方がいいと思っております。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 前文でも記載して、これに該当する

条項の中でも記載するという方がいいと思ってい

ます。条文の場所は、今の状態そのままで、第21

条でいいと思っています。 

 必要であれば、上位法令との位置付け、関連付

け等に関しては、逐条解説で述べればいいとも思

っているんですが、あと、さっきの言い回しの話

なんですけれども、前文と条文、両方で記載した

いという思いはありますが、例えば、条文の方で

は、さっきどなたかも提案されたような、流山市

の、規範的事項を定める、こういった言い方にし

ても、特にこだわりはありません。いずれにして

も、両方記載するということが重要だと思います。 

○森戸座長 以上、ご意見を頂きました。 

 非常に多種多様なご意見を頂いて、どうまとめ

たらいいかというのが正副座長の、昨日は10時か

ら３時まで正副座長会議を行ったんですが。

（「どうするんだよ、まとめなきゃいけないの

に」と呼ぶものあり）今、副座長のひとり言があ

るように、これはもう、本当にどうまとめるかと

すごく悩んだんです。ただ、前文に明記してもい

いのではないかという声がありましたので、前文

に最高規範だということをうたってもいいのかな

ということは、一つ、あるかと思います。 

 もう一つは、では、第１項をどうするかという

ことで言うと、みんなの党がおっしゃるように、

この条例は議会運営における規範的事項を定める、

規範的事項であると述べてもいいのかなと。ただ、

そうなると、生活者ネットから、同じことを言っ

ているじゃないかという声もあって、目的のとこ

ろで言っているじゃないか、わざわざ言う必要が

あるのかと言われると、うーんと考えるところな

んですが、正副座長としては、議会運営における

規範的事項を定めると、一応、うたっておいた方

がいいのかなということと、第２項については、

民主党がおっしゃるような、調布市議会の表現で

すね、条文に反してはならないということではな

くて、市議会における条例等の制定または改廃に

当たっては、この条例の趣旨を十分に尊重するこ

とという、そういう言い方の方がちょっと前向き

な表現かなというのは、皆さんのご意見を受けた

上で、正副座長では話し合ったことなんですね。 

 条文で規定してもいいという会派も多くあって、

前文と条文の両方で載せてもいいのかなとは思い

ます。ただ、そこだと、なかなか一致できないの

かなと思ったんですけど。 

○鈴木議員 その辺は多分、前文で議論していな

いところがここで出てくるのかなということなん

ですね。なので、私たちも、前文の議論と併せて、

ここまで来て改めて思ったので、このように書か

せてもらったんです。 

 ここは、あえて「○」も「×」もしなかったの

で、いろいろ表現が、最高規範についての違和感

というのも当初ありましたけれども、そこも含め

て、位置も含めて前文の協議と一緒に並行して考

えたいなと思うんですけれども、そうすると、ま

た議論のまとまりが更に難しくなるのかなという

思いもありまして、ちょっと悩ましいところです。 

○森戸座長 条文上、専門的に事務局に伺いたい

んですが、前文に述べていることを条文で述べる

というのは、やはりおかしいですか。 

○飯田議会事務局次長 重複して述べている議会

もございます。それで、やはり、前文で規定とい

うのは、趣旨といいますか宣言みたいなもので、

全体的なことで述べているということで、条文と

いうのは個々の条文になりますので、やはり、趣



－ 40 － 

旨としては別物になりますので、それぞれに述べ

ておかしいということはないかと思います。 

○森戸座長 両方でというのは、共産党と公明党

と、（「どっちでもいい」と呼ぶ者あり）公明党

はどっちでもいい。あと、小金井をおもしろくす

る会。 

 公明党、何かありますか。前文の記載はカウン

トしないということは、前文に入れてもいいとい

うことではないんですか。（「前文１か所でもい

いですよという」と呼ぶ者あり）ああ、そうか。

（「第１条もあるからね」と呼ぶ者あり）第１条。

生活者ネットがおっしゃるように、第１条は、こ

の条例は、議会の基本理念、議員の責務及び活動

原則、議会運営の原則等の議会に関する基本的事

項を定めることを目的とする。 

○林議員 それで、１班での議論を受けて訂正し

たものを、多分、班長から正副座長にはお返しし

ているかなというのを、私も、すみません、今思

い出したんですが。 

○森戸座長 そうですね。 

○林議員 すみません、私もちょっと言い回しが

変わっているということを失念していて、大変申

し訳なかったです。 

○森戸座長 私もそうかなと思っていたんだけど、

これは配っていなかったかな。 

○林議員 まだ全員には配られていないと思うん

ですが、すみません、１班は、基本的事項を定め

ることによって市民福祉の向上及び市政の発展に

寄与することを目的とするというのを、ちょっと

はしょっていますけれども、それで提案していま

した。失礼しました。 

○森戸座長 そうですよね。 

○林議員 なので、全く繰り返しということでは

ないです。失礼しました。 

○森戸座長 ないですよね。目的のところは、市

民福祉を向上させるということが目的であって、

規範的事項を定めることが目的ではないというこ

となんですよね。これはまだ全体のものにはなっ

ていないので、そういう意味から言うと、いいの

かな。 

 そうすると、正副座長案、もう一度読み上げま

すが、それでご検討をお願いできないかというこ

とであります。 

 一つは、最高規範を前文にうたうというのが一

つです。それから、二つ目は、第１項については、

この条例は、議会運営に関する規範的事項を定め

る条例であるということですね。それから、第２

項については、議会に関する他の条例等を制定し、

または改廃する場合においては、この条例との整

合を図らなければならないという、この二つでい

きたいと思います。 

 これについて、もう一度持ち帰って検討してい

ただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、そういうことでよろしくお願

いいたします。 

 最後、もう少しでございます。第22条の条例の

検証に行きます。 

 これは、案①と案②がありまして、それぞれ表

明をしていただけたらと思います。 

 自民党。 

○中山議員 自民党は案①という結論になりまし

た。 

○森戸座長 共産党。 

○水上議員 共産党も案①です。 

○森戸座長 公明党。 

○宮下議員 公明党も案①です。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 案②。 

○森戸座長 みんなの党は。 

○百瀬議員 案①です。 

○森戸座長 生活者ネット。 

○林議員 案②です。ここに書いてありますよう

に、所沢市議会を参考に検証してはどうかと考え
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ています。その所沢市議会なんですが、毎年、検

証して、その検証結果を議会評価報告書という形

で公表しています。それで、この検証しているの

は議会運営委員会なんですが、そういった形で、

丁寧に検証して、そこに入っていくことによって

研修も兼ねるという形にしてはどうかと考えてい

ます。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 案②です。案①と案②の差はどこ

かというと、必要に応じてということだけのよう

なんですけれども、必要に応じて検証すると第１

項で言って、第２項でまた、必要と認める場合に

はというように繰り返しになるので、第１項では

どこで検証するかを記載して、第２項では、必要

に応じて適切な処置をとるというように分けたら

どうかということで、案②を提案します。 

○森戸座長 市民自治。 

○片山議員 多分、これは案②なんだと思われま

す。必要に応じてというか、１年ごとがいいので

はないかということで、案②になるかなと思って

います。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 案②の場合は、具体的な期間を提案

するということであれば、私の場合は案①になる

だろうと思います。初期不良という言い方がいい

のかどうか分からないですけれども、実際使って

みて、やはり、替えなければいけないということ

が起きたときに素早い対応が必要だと思っていま

す。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 前にこれを議論したとき、もしかし

たら私は案①の方だったかもしれないんですが、

今回、ちょっと改めていろいろ検証すると、やは

り、案②の方かなと思っています。 

 定期的に検証することをもうシステムにしてお

かないと、必要に応じてというのが、結局、何を

もって必要に応じて、もしくは必要と感じるかど

うかを議会運営委員会に一々諮らないといけない

ので、やはり、定期的に定点で観測して、何がで

きている、できていない、それを諮っていって、

協議していって、できていないことは改善してい

くという当たり前のＰＤＣＡを回す仕組みを作っ

た方がいいと思うんですね。 

 こういうことは、もう行政側にも、私なんかも

よく言っているんですけれども、作って終わりに

なってしまうケースが、こういうものというのは

往々にしてあるんですね。条例を作ることも今、

いろいろ議論して、非常に時間をかけてやってい

るんですが、結局、運用次第によってできたもの

の成果というのは大きく変わってくると思うので、

ひとまず、１年おきぐらいにやるのが本当はいい

と思うんですが、例えば、毎年となると、もう毎

年という言葉で結構、気持ちがブルーになってし

まうかもしれないので、今、考えているのは、さ

っき改選後、まず、これまで入ってこられなかっ

た初当選議員を含めて共有するということは必要

ですよねという話をしましたけれども、考え方と

しては、任期中に３回やるという考え方です。ま

ず、改選後すぐ共有する。２年たったときに検証

するということ、最後に、任期が終わるタイミン

グでやるということが大事だと私は思っているん

ですね。要するに、改選後、どういう議員構成に

なるか分からない。もしかしたら議員の半分が変

わってしまうおそれもあるかもしれない。そうな

ったときにうまく引き継げない可能性があるので、

結局、改選前の段階で申し送りみたいな形でまと

めるという作業が必要かなと。 

 だから、そのようにして考えると、改選後すぐ

と２年経過後、改選前の３回を４年の任期中にや

るという、それぐらいが当たり前かなと思ってい

るんです。 

○森戸座長 ということであります。 

 案①というのが、自民党、共産党、公明党、み

んなの党、市民会議ですね。これで15人が案①で
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どうかと。あと、案②というのが、民主党、小金

井生活者ネット、改革連合、市民自治こがねい、

小金井をおもしろくする会ということで分かれて

います。 

 １年ごとというのは、相当大変ですね。どこで

どう検証するのかなんですよ。私がまたそういう

ことを言ってはいけないのかな。実際、具体的に、

１年たつ最後のところの３月で全部できるかとい

うと、１回では検証できないと思うんです。どう

やって検証するのかということもあって、それが

１か月、２か月たっているうちに、もう新しい年

度に入っていて、そして、遅れれば遅れるほど、

新しい年度の検証もまたどこかでやらなければい

けないというのは、非常に無理があるのではない

かなと思うんですね。ただ、必要に応じてという

場合だと、本当にここはおかしいよねと言ったと

きにやることができると思うんですが、例えば、

４年に１回は必ずやると。やったときに、検証を

やっただけではだめなんですよね。それに対する

対策、解決策を打ち出さなければいけないんです。

その解決策を打ち出すまでに、また時間がかかる

わけですよね。そういう意味で言うと、１年ごと

から２年ごとというのはなかなか難しいのではな

いかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○片山議員 私もそんなに明確なイメージを持っ

て書いているわけじゃないんですが、作った後と

いうか、やはり、１年ぐらいたってみないと、１

年間の議会を通して見て、条例があって、議会報

告会なんかも、もしあるとしたらどういう感じだ

ったかというのは、１回振り返るチャンスかなと

は思っているんですね。その間に、先ほどの視察

用に何か、他から視察に来たときにでも、またこ

ちらから何らか、ほかの議員に説明するとかとい

うときの資料というか、そういうものを作った方

がいいんじゃないかというような提案もあったわ

けなんですが、そういったものを見直しながら作

っていくということにはなると思うので、やはり、

割と早い時期を想定しておいた方がいいんじゃな

いかとは思っているんですね。それが毎年毎年か

どうかというのは別なんですけれども、まず、作

ってから１年後ぐらいは想定しながら、最初の見

直しはちょっと考えた方がいいかなと思っている

ところです。 

○林議員 今でも、議会運営委員会で議会改革と

いうのはずっと議論が積み重ねられているわけで

すね。その中に、この条例の評価というものが組

み込めるのではないかと思っています。 

 所沢市議会のホームページに評価表も出ている

ので、見ていただいたらいいかなと思うんですが、

そんなに膨大なものではなくて、幾つかポイント

になるものを絞って評価しているということもあ

るので、それほど大変な作業になるとは考えにく

いかなと思っています。 

 この所沢市議会、毎年、６月となっていますの

で、年度末の忙しいときに振り返りも一緒にやる

ということではなくて、少し、１年間がすっかり

終わってから去年のことを振り返るというような

ことをやっているようですし、改選後については、

必ずしも６月と固定はしないと書いてあるので、

その辺の、改選時の運用については少し柔軟性を

持ってやっているのかなと思っています。今でも

やっていることに、少し、毎年ここについてはき

ちんと見直しをしようという視点を加えるだけだ

と思いますので、それほど難しいことではないと

考えています。 

○渡辺（ふ）議員 何のために検証するかという

ことが大事だと思うんですね。今もやっているこ

とをしっかり形にしようということで、小金井市

の場合は、そういったことを中心にやっているわ

けで、これができたかできないかという検証を、

そうするまでもないというか、できていて当たり

前というぐらいのものではないのかなと思ってい

て、それを、１年やってどうだったか、細かいこ

とを検証して、時間をかけて、それは実のあるも
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のになるのかなと。それよりも、そんなことを言

ってはいけないですけれども、やはり、きちんと

市民のために議会が運営されているのかというこ

とを、それは常に考えていることですし、既にこ

の中に書かれていることというのは、やはり、小

金井市としてはやっていることなのではないかと。 

 検証して、そんなに新しいことが出てくるとも

思えませんし、市民がそれを見たい、期待してい

るというようなことになるのかなという気はする

んですけとね。 

 ですから、毎年やるというのについては、どう

かなと思います。 

○白井議員 停滞してしまったら、もうそこで終

わりだと思っているんですね。なので、まず、今

やっていることを条文化させて、場合によっては

新しい要素も盛り込んでいる部分もあるかもしれ

ませんが、もう一つは、議員間討論にしても、討

議にしても、まだ実態とは違うけれども、ここは

できているよねという、ちょっとあいまいな要素

を残しているわけで、そこは、でも、今、ここで

一致して、条文化しているところがあります。 

 もっともっと必要であれば、ブラッシュアップ

する必要もあるし、ここはできているから、今度、

このようにやってみようかということも含めて、

改善する余地というのは多いにあると思うし、改

善する余地がないと皆さんが思われているのでし

たら、非常に残念だと思います。 

 ですから、そういうことも含めて、まず、条文

として書かれていることがきちんとできているか

ということをちゃんと検証するのは当たり前のこ

となんですけれども、プラス、こういうことがあ

ったよねということを踏まえて、改めて何か条文

を改正するとか修正するとか、更により良い議会

を目指していく活動を止めてはならないと思うん

です。常にそれを毎日考えてやっていくというの

が、議会として求められていることですから、そ

れをやるべきだと私は思います。 

○鈴木議員 この集約シートには、ひとまず、２

年後に一度振り返ると書きました。これは、１年

ごとというのは、やはり、座長のご心配と一緒で、

なかなか、１年ごとと決めてしまうのは辛いだろ

うなという考えです。しかし、検証は必要だと思

っていて、議会報告会、きっと、やり始めたらい

ろいろな課題が見えてくると思っています。これ

を適宜、見直していく必要はあるのかなと思って

いまして、必ずしも、そういう形で考えていくと、

案②にはこだわらない。必要に応じてという考え

方でもいいのかなと。もしかしたら、それは１年

後かもしれないし、必要ないかもしれないという

ことで、弾力的運用ということでは案①でもいい

のかなという考えです。 

○白井議員 ちょっと付け足しますと、議会の常

識は世間の非常識という人がいます。そのように

私も感じるところもあります。私が議会に入って

１年４か月たちますけれども、今でもやはりそう

いうことは、別に小金井市議会だけを見てではな

いんですけどね、いろいろな議会の話を聞いて、

非常にえっというのは、ものすごくいろいろな話

があるんですね。 

 そういうことを含めて、やはり、議会という世

界はちょっと、一般的に考えられているプロセス

とは違う歩みをしているなと感じています。だか

らといって、完全に民間とか一般と、では、何と

比較してそう言っているの、みたいなところもあ

ると思うので、必ずしも、民間の企業と比較して、

それが適切かというと、そうではないと思うんで

すけれども、例えば、こういう議論もそのように

感じます。作ったはいいが、その後、検証する仕

組みをきっちり明確にしていないというのは、ち

ょっと、これは無責任だと思いますね。市民には

説明つかないです。 

○五十嵐議員 必要に応じてとか、必要と認める

場合はとかという、その辺のところが、この条文

だけで、ちょっとよくイメージが湧かなかったと
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いうか、そういうわけで案①の、必要に応じては

取った形で、案②の方がいいのでないかと私は思

ったんですが、必要に応じて検証するということ

になると、もう、ある意味改正が前提に近いもの

になるのかなとちょっと思って、必要だから検証

しようと思うときというのは、多分、前提として、

もう改正を視野に置いた話なのかなと、ちょっと

思ったんですね。 

 それで、必要に応じて検証するという言い方は、

頻繁にあるか、それとも、何年に一遍しかないか

分からないんだけれども、必要に応じてですよね。

だから、ここの必要に応じてというのは、むしろ、

定期的な検証を前提としていないというか、改正

を前提としたイメージにちょっと捉えたんですね。 

 それで、私は、ここの部分は要らないのかなと

ちょっと思ったんですけど、そういう意味では、

今までの議論を聞いていて、例えば、４年に一遍

は検証するとか、そのような決め方をする方が条

例の趣旨に沿っているのかなと。 

 ちょっと、１年、２年に一遍というのは、実際

問題、きついのではないかと私は思うので、４年

に一遍だったら新しい方の研修にもなるし、４年

に一遍が実態として可能なところではないだろう

かと思います。 

○斎藤議員 この検証作業について、皆さん、多

分、少し定義が違っているんじゃないかなという

気がするんです。ただ単に、この条例を改正する、

見直していくということであれば、日常の議会運

営委員会の中の議会改革で十分、それは検証して

いくことができるということもあるし、また、多

分、白井議員のイメージの中で言えば、前文から

全ての条項に対して、それぞれ、何ができている

か、できていないか、必要か必要でないかという

判定をして、言ってみれば、この議会基本条例の

代表者会議に近いようなものを行うと思っていら

っしゃるのかもしれないし、その辺でちょっと今、

温度差が少しあるのかなと思っています。 

 その中で、私なんかは、議会改革の中でこの条

文の文言に問題があればその都度出していけばい

いのかなと思っておりまして、また、その定期的

な見直しということが、その場合、どういう位置

付けになるのかを意見交換した方がいいのかなと

思っています。多分、どちらの条文にしろ、検証

するということに関しては否定している人はいな

いわけですから、そういう意味で、私は、条文に

はこだわりませんけれども、また、ここで期間を

決めて行うことには反対と書いてありますけれど

も、期間を決めたから、その間だけは条文を変え

てはならないという読み替えにならないようにし

てほしいというだけであって、皆さんの議論で、

ここは私、あまりこだわっていません。誰もが検

証することには賛成だと思いますし、反対だと言

われても、議会改革の中で、議会運営委員会の委

員であればできることだと思っていますので。 

○森戸座長 ということですね。 

○片山議員 質問というか、この条例は大体いつ

ごろできることを想定しているんでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 皆様にお示ししておりま

すスケジュール的には、平成27年９月に条例提案

という形で組んでいるところでございます。 

○片山議員 ９月提案で、施行はその後になると

いうことですか。 

○森戸座長 そうです。 

○片山議員 そうすると、もう改選の時期になっ

てくるので、改選前には、やはり、私は一度見直

した方がいいと思います。 

○森戸座長 改選前に見直す。できたばかりなの

に見直す。それは運用してみないと検証はできな

い。 

○中山議員 やはり、アクションを起こせばいい

という話ではなくて、きちんと検証していく必要

があると思うんです。 

 それで、どんなケースが起こるかというのは、

ある程度、別に長い間放置するという意味ではな
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くて、ある程度期間を見ないと、まず皆さん方

個々で検証はできないと思うんですね。だから、

やはり、ある一定期間は置く必要があって、作り

ました、すぐ変えますというのでは、だったら最

初からきちんとしたものを出さないといけないと

いうのもあって、実際に運用してみたら、想定し

ていなかったようなことが起こる可能性もあるじ

ゃないですか。そういう意味で言うと、ある一定

の期間は必要ではないかと思います。 

○森戸座長 あまり新しい条例になっていないん

ですね。新しいものをほとんど盛り込んでいない

んですよ。残念ながらと言ったらいけないかもし

れないけれども、だから、そういう意味での検証

というのがどうあったらいいのかなと。ほかの市

議会みたいに、今までやっていないことをやって

みようというので、条例にうたって、それができ

ているかどうかの点検というのは、それはある程

度必要なんだろうと思うんですけどね。 

 ただ、私たちも、やってきたことがどうだった

のかという検証は、これは否定するつもりはない

んですけれども、どういう形でやったらいいのか

というのは、斎藤議員がおっしゃるように、期間

を決めて行うことには反対とあるんですが、あま

り１年ごととか２年ごとというと、議会運営委員

会だって、今、30ぐらいある議会改革、ほとんど

進んでいないですからね。全会一致にならないし

ね。一致にするまでどれぐらい時間がかかるかっ

て、この議会基本条例を見ていただくと分かると

思うんですけれども、そう簡単な話ではなくて、

それを、議会運営委員会が常にやるというのは、

かなり時間を取られますよね。 

 今も、議会改革を行うために、閉会中、２回ぐ

らい議会運営委員会を入れたりとかするわけです

ね。それ以外に常任委員会があり、議会基本条例

のこの会議がありという流れですから。 

○片山議員 もちろん、スケジュールというのは

よく分かるんですけれども、ただ、これを作って、

それでまた次、改選になってしまうと。それで、

ここに全員残っているとは限りませんので、やは

り、作ったものがどうだったのかということを、

一度、改選前には、どれぐらいの検証のものにす

るかは分かりませんけれども、ある程度のものは

何かしら、意見交換した方がいいのではないかと

私は思います。 

○水上議員 検証の仕方で、案②のところで、定

期的にやると言ったときに、私の印象では、前文

から全ての条項に当たってもう一度各会派から、

運用してみてどうなのかという意見を出し始める

と、大変な作業になる気がして、不一致点がまた

不一致として出てきて、議論になるみたいな印象

があるんですね。 

 私たちも、十分議論してきて、ある程度どこが

不一致なのか、どういうところが運用上で課題な

のかというのは、ある程度共有できているのでは

ないかと思うんですね。だから、私は、実際やっ

てみて、例えば、全員協議会開催が要求されるよ

うなことがあって、この議会基本条例とそごがあ

るとか、もう少し変えた方が実際的だとかという

ことになったときに協議する、検証していくとい

う方が実際的ではないかと思うんです。 

 私たちも、検証しないというわけではなくて、

日常、不断に検証するものとして、何か不具合が

あったり、こう変えた方がいいという問題意識が

あったときに、そのことについて議論するとして

いった方が、すごく実態的なのではないかと。つ

まり、車検型みたいな形で、全部もう一回、一か

ら最後まで点検し始めるのか、それとも、実際や

ってみて問題だと思ったことについて、すぐ検証

しようということにするのかという違いではない

かと私は思っていて、それが、必要に応じてとい

うことではないかなと私は理解して、そのように

やった方が実態的だし合理的なのではないかなと

いう感じなんです。 

○五十嵐議員 それはよく分かるんです。私が言
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った、さっきの話の場合も、不具合を見つけてし

まったら、やはり、それは即座に提案して、ここ

はちょっと問題ではないでしょうかということを

議案にかけるのは必要だと思っているんです。そ

れは、必要に応じてというのは、そういう意味で

は分かりますし、それはいつでも必要なものだと

思っているんです。 

 ただ、検証というここの部分に関して言うと、

そういうイメージではなかったものですから、全

体的にできているのか、できていないのかという、

いわゆる全体を見てみるという意味で捉えたので、

その全体を見るというのは４年に一遍やってもい

いのかなと思ったんですね。それは、新しい人は

一回、そこで全体を見られるという機会も含めて、

それで、見た結果として、多分、もうでき上がっ

ているものだから、そんなにたくさん、ここはど

うしよう、あそこはどうしようということにはな

らないのかなというイメージなので、ただ、１回

網羅していく機会を検証というイメージで捉えた

ということです。 

○宮下議員 今の水上議員の車検型という表現が

すごく分かりやすいかなと思って、今、聞いてい

たんですけれども、公明党としては、ここのとこ

ろは案①で出しているんですけれども、これは、

要するに、どちらかというとブレーキ修理型、だ

から、ブレーキの効きが悪くなってきたときに、

必要に応じてブレーキの修繕をするというように

して安全な運行を図るというか、より良いドライ

ブ環境を作っていくというか、だから、必要に応

じてきちんと車両整備していけば、きちんとした

安全運行ができるということで、案①でいいので

はないかという感じなんですけれども。何年かに

１回、車検を受けなければいけないということに

なると、実際問題、大変なことになるのではない

かと思うんですけれども。全部ばらして、もう一

回組み立てるわけですから。 

○白井議員 今の水上議員と宮下議員の話でいく

と、私としては、両方あってしかるべきだと思う

んですね。なので、ブレーキとかとおっしゃいま

したけれども、要するに、不具合とか故障があっ

たときに、それを直すという対応ですね。それは、

当然あるものだと思っていたので、それについて

は触れませんでしたけれども、もう明らかにこれ

は変えるべきだ、おかしいということがあれば、

それに対しては、当然、その場に応じて修正する

というのは当たり前だと思っています。 

 車検型と言いますけれども、全部ばらしてとい

う印象ではないんですね。どちらかというと、点

検に近い話です。だから、事故が起こらないよう

に点検をするという意味なんです。全部ばらばら

にするという感覚ではないんです。だから、全部

の条文に、一個一個、会派集約用紙を渡して、集

めてこのようにやるというのではなくて、ただ、

イメージとしては、議会運営委員会ではなくて、

やはり点検する委員会、会議みたいなのを、その

ときに応じて開いて、できている、できていない

という点検で、何か一々全部、全部の条文に全部

の会派の意見を集めるとかというのは、ちょっと

そぐわないと思っているんですね。新しい条文提

案があるのだったら、一個一個そういう形で対応

するのはいいと思うんですけど。 

 例えば、点検していく中で、ここはちょっと何

か不具合があったねというのであれば、そこは、

もしかしたらばらしてやるかもしれないですけれ

ども、何となく、そんな、点検、ちょっと気にな

るところがあれば、そこは更に開いて見てみると

いうような感じをイメージしています。 

○片山議員 私は、最初のうちはと思って書いて

いたんですね。ですので、先ほども申し上げたよ

うに、条例ができる時期から考えると、もうすぐ

に改選を迎えてしまうので、その前には、何らか、

やはり、できてどうだったかという振り返りが必

要で、それをまた次の議会に送っていくというよ

うな、そこで、何か改正ができなくても、申し送
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りをしていくようなことができればいいのではな

いかなと、一番最初のところではそのように思い

ます。 

 次の任期、改選後の議会の中では、五十嵐議員

がおっしゃっているように、４年に１回という形

でもいいんじゃないかと思うんです。それが、先

ほどの研修の話がありましたけれども、初めて当

選した議員も含め、新たな議会の中で、きちんと

そうした研修をしていく中で、その検証のやり方

についても検討すると。検証と研修というのがど

のようにできるかというのは、ちょっと、そこは

まだ詰めていないですけれども、ただ、研修をき

ちんとすることによって、次の検証のやり方につ

いても検討していくというような、そういう形で、

次の任期のところでは４年に１回という形もでき

るのかなとも思いました。 

○小林議員 運用が始まって１年ぐらいの、任期

が終わるぐらいのタイミングで意見集約用紙ぐら

いの意見の集約をして、また玉手箱にふたをする

ようなことをしてもいいとは思うんですけれども、

それは、まさに必要に応じて、そのときの状況で

やればいいと思うんですけれども、先ほどから出

ているように、あまり新しい改革がないので、検

証といってもなかなか難しいかなというところも

あって、実際、いろいろな議会を見て勉強させて

いただいた中で、バージョン１からバージョン２

というところでは、結構、いろいろごちゃごちゃ

あって、先ほどもあったように、議会運営委員会

の中での議会改革というのは、もう日常的に提案

というのは認められているし、議論も続いていく

わけで、議会報告会等に関しても、広報広聴的な

機能を持ったところはどうなるかあれですけど、

そういったところでも議論がされていくわけです

ので、多分、そういう議論が、今まで積み重ねる

中でも、それは議会改革ねと言って切り離してき

たものもありますね。そういった議論も進んでい

くという中で、幾つか、そういう大きな議会改革

の柱とか、今後、もうちょっと煮詰めなければと

いうのが出てきたときに、他市とかの例でいくと、

議会基本条例バージョン２が、そろそろ検討開始

しなければいけないねみたいな時期が来て、何か

もう一回検証しつつ検討委員会ができ上がるみた

いな、塩尻市とかそうだったのかなと思いますけ

れども、そういうやり方というのもあるのかなと

思いまして、要するに、新しい取り組みが入って

きたら、やはり、それが実際どう運用されている

かという定期的な確認というのも必要になるのか

もしれないなとは思いますけれども、現状は、そ

ういう議会運営委員会とかの機能も使いながら、

常時、点検をしているということになるのではな

いかと思います。 

○中山議員 まだ協議をしてまとめていかなけれ

ばいけないところはあると思うんですけれども、

ただ、今の段階までの議論の中で見ていますと、

おっしゃるとおり、大きな問題はないかなと。運

用していても、今まで、小金井市議会がやってき

たことが原則、明文化されているということにな

っていますので、そういう意味で言うと、どうし

ても改選前に一度、検証したいということであれ

ば、そこら辺は、やってもいいかなと思いますけ

れども、あまり問題はないのではないかなとは考

えています。 

○鈴木議員 まだまだ、この検証の定義が一致し

ていないという感想です。自分自身も少し固め切

れない。会派の中としても、まだ固め切れないな

という思いを持っています。 

 ただ、ある程度、一定期間運用して、議会報告

会の取組ということになれば、その準備に携わる

担当が毎回、多分、いろいろな問題というか、障

壁にぶつかると思うんです。このときに、条文の

改正ということではなくて、そういった意味での

見直しというか、報告会の運用のところでは、き

っとそういう見直しが毎回必要になってくるだろ

うなという思いと、あと、座長がおっしゃってい
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たように、新しい要素をいつ入れ込んでいくかと

いうことも視野に入れて、ここは検討しなければ

いけないなという思いは、私も同じなんです。 

 かといって、話がまとまらないんですけれども、

議会報告会にもかなりの手間がかかるということ

を、私たちも視察で学んできていますので、ここ

とのバランスもあるのかなと思います。やはり、

皆さん、相当忙しいので、議会報告会もおろそか

にしたくないということになると、それ相応の手

間と時間がかかると思うので、そこをあまり抽象

的な表現で、必要に応じてとしてしまうことにも、

まだまだ問題があるのかなと思っていまして、ま

だまだ少し、このテーマについては会派の中でも

協議したいなという思いを持っています。 

 ちょっとまとまりきらないですね。 

○森戸座長 分かりました。 

○百瀬議員 私どもが、この必要に応じてという

表現にしたのは、決して定期点検を拒否している

わけではなくて、ある意味、積極的に改善すべき

点があれば改善していきたいという思いを持って、

必要に応じてということにしております。 

 今回、条例が制定されて、運用されて、即改選

というような中で、基本的には、改選前に１回、

何らかの見直しが必要だろうなということと、そ

の期間の中で定期点検をどのように作っていくか

ということの議論をしていけばいいのかなと思っ

ております。 

○中山議員 例えば、案①の話になりますと、案

①も案②も議会運営委員会において検証するもの

とするということになっているので、例えば、議

会運営委員会の中で、議会改革の調査票みたいな

のがありますよね、あの議会改革で提案して、例

えば、議会基本条例のこういった部分がこうだか

ら、こうしたらどうかとか、そのような形で議会

運営委員会で提案できれば、ある一定、検証もで

きるし議論もできるのではないかなと、ちょっと、

方法論から入ってしまいますけれども、可能では

ないかなと思っていまして、私は、自民党の意見

は案①ですけれども、必要に応じてというのは、

そういう形で、絶えず変えるというか、議論がで

きるのではないかなと思っています。 

○斎藤議員 検証の定義がまだ違うんじゃないか

という発言もありましたし、私もそう思うんです

けれども、要するに、検証作業が点でできるのか、

何か月にわたって、半年、１年かかって検証する

のか、そういうことになるのかならないのか、そ

の定義の中でも違う状況の中で、短期間の検証と

いうのは、設定というのはなかなか難しいのかな

と思っていまして、平成27年９月に制定して、そ

こで条例提案したとしても、みんなでやりますか

ら、多分、その月にはできるでしょうと。改選が

平成29年３月ですね、１年半ぐらいになるのかな。

それでとりあえず検証した方がいいという方もい

らっしゃるんですが、その検証作業というのは、

その前、どのぐらいからやるかなんですね。なか

なか、そこでは難しくて、それぞれの意見集約を

表のような形で、意見表明をして次に申し送ると

いうレベルに、きっと、ならざるを得ないような

気がするんですね。 

 どうしても改選という時期があるので、ですか

ら、先ほど白井議員の提案があったように、改選

したときには、検証も含めてそういったことをや

る、２年に１回、できるのか、できないのか、そ

の任期が終わったときに意見表明するのか、それ

くらいのレベルになってしまうのかなと、現実面

としてはそんな気はしないではないんですね。 

 そこのところで、検証作業の認識をある程度一

致させないと、この話はこれ以上前に進まないの

かなという気がちょっとするんですね。その作業

も必要かなという気がします。 

○森戸座長 おっしゃるとおりですね。どういう

検証作業になっていくのかのイメージによって違

ってくると思うんですね。 

 それで、まだ第２班に投げるとまずいですか。 
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○白井議員 もし可能であれば、さっき林議員が

所沢市議会を紹介されたように、他市の事例をも

う少し研究した方がいいかなと思っています。そ

れは、それまでの議会の在り方とか、その辺は議

会によって違うと思うんですけれども、各市議会

が最近やられているところが、どのようにやって

いるか、その辺、いろいろメニューを出してみて、

その中から小金井市に合ったところをチョイスし

て考えるということを、一回、ちょっと挟んだ方

がいいような気がします。 

○森戸座長 所沢市議会のことは、生活者ネット

から、資料は出したいという話があったので、次

回でいいと思うんですが、確か、先日行った上越

市議会でしたか、あそこも評価をやっていました

よね。それは資料であるので、そういうことを見

ながらでもいいかなと思いますので、私は、第２

班でちょっと協議していただいてと思ったんです

が、もう少し議論する必要があるかなということ

で。 

○中山議員 一応、全会派は当然のことながら、

検証する必要はあるということでは一致している

んですね。 

○森戸座長 そうなんですよね。それで一致して

いると。ただ、中山議員だったか、五十嵐議員だ

ったかがおっしゃったように、議会運営委員会で

やるのがいいのかどうかという。 

○中山議員 自民党は、もうこの案①、案②のひ

な形が、議会運営委員会で検証するということに

なっていたので、それを前提に議論しています。 

○森戸座長 白井議員でしたか、すみません。 

 その辺りもあるので、では、もう一度これは議

論するというふうにしたいと思います。 

 それから、五十嵐議員の方から、第２項で必要

と認める場合はという、こことの関連があるとい

うお話がありました。もうちょっと早く言えば良

かったんですが、正副座長では、やはり、これは

ちょっとおかしいねという話になっていて、並ん

で出てきてしまうとおかしいので、第２項は、前

項の検証の結果に基づき、適切な措置を速やかに

講ずるものとするの方が分かりやすいでしょうか

という話をしています。 

 ちょっと、そこの文言を変えることも含めて、

各会派、もう一度ご検討いただけないかと思いま

す。資料は次回、提出させていただきます。 

 本日はこの程度にとどめて散会したいと思いま

すが、よろしいですか。（不規則発言あり） 

 ごめんなさい、生活者ネットで持ち帰っていた

だいた件について、いかがでしょうか。 

○林議員 お時間を頂いてありがとうございまし

た。持ち帰って検討しました。第４項削除という

ことで結構です。 

○森戸座長 では、生活者ネットが第４項削除で

よろしいということですので、これは第４項削除

でよろしいですね。逐条解説を含めて検討すると

いうことでよろしいという。では、これは一致い

たしましたが、課題は残っていますが、全体的に

は第17条は一致したということで確認いたします。 

 では、本日はこの程度にとどめて散会いたしま

す。 

午後４時34分閉会 


